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■特別企画
●神戸を彩る新たな観光型周遊バス
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本誌の掲載文は、執筆者が個人の責任において自由に書く建前をとっております。
掲載文の文責は執筆者当人にあります。
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〈特別企画〉
 

〈行政だより〉

 

 

神戸の消防同意☆建築通知は電子で！
久我　公人神戸市消防局 予防部 査察課 設備指導

すまいるネットだより
三木　太志一般財団法人神戸すまいまちづくり公社 理事長（神戸市すまいとまちの安心支援センター）

 

 

 

 

 

㈱創建設計事務所

一級建築士事務所 YURI DESIGN

㈱アーキノヴァ設計工房

佐川　　圭

前田　由利

柏本　　保

作品紹介
(順不同)

 

 

ちょっとひと休み アーケード解体
兵庫住宅検査 山田　　亨

賛助会名簿

カメラ同好会 写真コーナー

新入会員紹介

受賞者紹介

協賛広告

編集後記

表紙デザイン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥㈱桜商会

クマリフト㈱ 神戸営業所 田中　郁雄
神戸支部　日帰り研修報告

　　　　　

事務所紹介
(順不同) ㈱文化工学研究所 ㈱アーキノヴァ設計工房

久設備設計室 ㈱トーアコーポレーション

㈱リークス開発 森下　悠人
神戸支部　一泊研修『安土と近江八幡』の視察研修

建築家との協働による空き家活用促進事業と戸建て住宅省エネ改修補助事業
神戸市建築住宅局 政策課
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新年のご挨拶

川 崎 　 史支部長

新年明けましておめでとうございます。神戸市、兵庫県、
他関係行政・団体の皆様には平素より大変お世話になり本
当にありがとうございます。 
今年で、神戸支部支部長就任後６年目で３期目の２年目と

なります。これまで、長きにわたり、支えていただいた支部正
会員、賛助会会員の皆様には、本当に感謝しかございませ
ん。また、コロナの影響が続く中、支部の活動にご協力いた
だいたことにも心から感謝しております。
この度、神戸支部広報誌「アプローチ」は52号の発刊を迎

えました。ひとえに５０年といいましても、多くの先輩方、ご協
力いただいた関係者の皆様のご尽力のたまものであり厚く
御礼申し上げます。

さて、２０１９年の中国での大流行を皮切りに、２０２０年から
日本でも感染が広がり、丸３年が経過しました。コロナへの対
応が進みある程度対応できるようになってきましたが、まだ
まだ収束する目途が立ちません。
とはいえ、いつまでもコロナを言い訳にしていても前に進

みません。そこで、神戸支部では慎重に対処しながら、徐々に
活動の幅を広げ、昨年は予定していた事業を全てこなすこと
が出来ました。
重要なイベントである３年ぶりの支部定時総会、日帰り研修、

一泊研修の開催はもとより、幹事会及びその他会議も対面、リ
モートのハイブリッド形式が当たり前に行えるようになりまし
た。今は当たり前に使いこなしているリモート会議システムも、
当初は、「Zoom？」と言っていたことには隔世の感があります。
また、神戸支部において、活動のもう一つの柱である賛助

会員様との交流も復活してきました。昨年は、クマリフト様の
工場見学を実施させていただきました。交流をさらに活発に
するために技術研修委員会を立ち上げ、業務紹介を行う時
間を設けて第一回目を開催しました。この事業は2.3ヶ月の
間隔で各社満遍なく随時行ってまいります。

コロナにより世界的な資材流通が大打撃を受けたことに
端を発し、鉄筋など建設資材の価格がかなり高騰しており、
設備機器に至っては納期の目途が立たない状況が続いてき
ました。少しずつ改善はされていますが、資材の高騰はこれ
からも続くことが予想されます。
このような、建築業界にとってありがたい状況ではないで

すが、神戸市では、三宮周辺をはじめ市街地中心部での大規
模の開発が目白押しで計画されています。大型の開発事業
では地元の設計事務所ではなく大手の組織事務所が受注す
る事が多くなります。しかし、神戸市では、地元企業を優遇し
ていると聞いており、大型開発に関連した様々な設計業務が
生まれることが予想されますので、我々も積極的に取り込む
ことでビジネスチャンスが生まれると考えています。
特に、神戸支部は建築行政の窓口である神戸市建築住宅

局と神戸住環境整備公社（すまいるネット）との繋がりは大事
にしてきました。神戸支部を窓口にした様々な業務の委託や
イベント・講習会の開催など、今後も継続させていただきた
いと考えています。

次に、組織としての強みを生かすために会員数の維持、会
員拡大について述べさせていただきます。
神戸支部では、会員の高齢化が進んでおり会員数の維持

はもとより、活動のモチベーションの維持が問題になりつつ
あります。会員数が減少すれば、組織としての活動や成果に
問題が生じます。そこで、会員事務所の所員や会員外でも
50歳以下が入会できる準会員制度を設け、協会加入のメ
リットを考え会員拡大につながる道を模索しています。

神戸支部は、94名の正会員と44社の賛助会会員が所属
している、兵庫県建築士事務所協会１０支部でも最大の支部
です。神戸市、兵庫県と良好な関係であり、行政の様々な情
報をいち早く入手できます。神戸支部の正会員は、個人、小
規模の設計事務所も多く、正会員同士のネットワークを生か
し共同で業務を行う機会も増えると思われます。神戸では神
戸支部がその窓口となり業務が発生しています。
神戸支部に入会していただいき積極的に活動していただ

くことが、行政との関りや建築士同士のネットワークを構築
し、業務に役に立つと考えます。
まずは、一緒に問題を解決してもらえる仲間が見つけて、

業務の幅を広げてはどうでしょうか。 コロナ禍の影響は続き
ますが、収束する方向に向かっているのは間違いないです。
建築士の皆様が一致団結して活動し、クライアントの課題を
解決する。これは十分に可能で、この使命を果たすために神
戸支部は協力していきたいと考えます。どうぞ今年もよろし
くお願いいたします。

巻頭挨拶
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新年に寄せて

久 元 喜 造神戸市長

新しい年を迎えるにあたり謹んでご挨拶を申し上げます。

兵庫県建築士事務所協会神戸支部の皆様には、日ごろから市政に対し格別のご理解とご協力を賜り、

心より感謝申し上げます。

昨年はロシアによるウクライナ侵攻が始まり、世界中に大きな衝撃を与えました。この侵攻により、多

くの命が失われていることに、強い憤りを感じるとともに、神戸市は被害に遭われたみなさまの苦しみ、

悲しみに心を寄せてきました。国際情勢も緊迫する状況が続いていますが、一日も早く平和を取り戻し、

安寧な日々が訪れることを心よりお祈り申し上げます。

また、新型コロナウイルス感染症の出現から、３年が経過しようとしていますが、いまだに感染拡大の

波が繰り返され、予断の許されない状況が続いています。医療従事者のみなさまの献身的なご尽力をは

じめ、多くの方々のご協力をいただき、この危機を乗り越えてきました。引き続き、市民の命と健康を守り、

神戸経済を回復させることに全力で取り組んでいきます。

神戸の街並みは見違えるように変わり始めています。都心・三宮再整備やウォーターフロント再開発

が大きく進み、まちの顔である「駅前空間」のリノベーションも着実に進んできています。また、緑豊か

な六甲山や里山・農村、美しい瀬戸内海など、神戸の自然の魅力を一層高める取り組みも行っています。

みなさんには神戸の変わりゆく姿をぜひ楽しみにしていただきたいと思います。

そして、長年の念願であった神戸空港が国際化に向けて動き出し、神戸市はこれから国際都市として

新たな段階に入ります。国際定期航路を持つ神戸港に加え、新たに神戸空港が国際空港となることで、

今までに増して海外に開かれたまちになります。これは神戸市が目指す、国内外に貢献し、市民が誇り

を持てる『海と山が育むグローバル貢献都市』の姿に近づく大きな一歩となります。

同時に、市民のみなさんが、安心・安全な生活がおくれるよう、子育て・教育支援、健康・福祉の

増進や災害に強いまちづくりを進めるとともに、持続可能なまちの実現に向けて、「水素スマートシティ」

や「こうべ再生リン」など新たな取り組みを推し進めていきます。

兵庫県建築士事務所協会神戸支部の皆様におかれましても、引き続き神戸市政に対し、ご理解とご協

力を賜りますようお願い申し上げます。

末筆ではありますが、本年がみなさまにとって、すばらしい一年となりますことをお祈りいたします。

巻頭挨拶

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

APPROACH No.52



新年のご挨拶

根 岸 芳 之
神戸市建築住宅局

局長

新年あけまして、おめでとうございます。

兵庫県建築士事務所協会神戸支部の皆様方におかれましては、お健やかに良き新春をお迎えのことと

お慶び申し上げます。また、日頃より神戸市の建築・住宅行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。

昨年は新型コロナウィルス感染症に加え、原油価格・物価高騰に直面した一年で、市民生活や経済活

動に与えた影響は大きく、引き続き生活を支える様々な支援が求められています。住宅政策を担う建築

住宅局としましても、住宅にお困りの方の居住の安定を確保するため、市営住宅の提供や民間賃貸住宅

におけるセーフティネット住宅の確保など、住宅セーフティネットの充実に引き続き取り組んでまいります。

令和 4年 10 月からは「入居を支える大家さんのための相談窓口」を開設し、家賃滞納や孤独死などの

大家さんが抱く不安を軽減することで、住まいの確保にお困りの方が円滑に賃貸住宅に入居できる取組

みを始めました。

若年夫婦や子育て世帯向けのライフステージに応じた住み替え支援を、令和 4 年度より「こうべぐら

し応援補助金『住みかえーる』」にリニューアルし、市外転入や郊外団地などの「家を借りて住みかえーる」、

中古住宅をリノベーションする「家を買って住みかえーる」、親子の近居同居に対する「親子が近くに住

みかえーる」に再編し、既存住宅ストックを活用した移住定住に取り組んでいます。

既存住宅の質の向上については、カーボンニュートラルの実現に向けて、令和４年度に既存戸建て住

宅の省エネ改修等に対する補助制度を創設し、外壁や窓の断熱化、高効率設備の導入等の既存住宅の

省エネ性能の向上に取り組んでいます。また、マンション管理については管理状況の届出・情報開示制

度に加え、令和４年度から適切な管理計画に対して神戸市が認定を行う「マンション管理計画認定制度」

を開始し、管理状況の市場評価への反映により、市内マンションの管理の適正化に取り組んでいます。

引き続き、住宅ストックの確保と良好な住環境の創出を支援することで、市民の安心で豊かな住生活の

実現に向け取り組んでまいります。

こうした取り組みの推進にあたりましては、建築の専門家である建築士事務所協会の皆様にお願いす

るところが大きく、皆様のご協力、ご支援をいただきながら進めてまいりたいと考えておりますので、今

後ともどうぞよろしくお願い致します。

　最後になりましたが、皆様の益々のご発展をお祈り申し上げます。

巻頭挨拶
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はじめに

●Port Loopが生まれた経緯

　神戸市では、平成25年9月に公共交通を中心に歩行者、自転車、自動車などがバランスよく組み

合わされた、安全で快適な交通環境を目指す神戸市総合交通計画が策定されました。この計画の

実現に向けて、既存の公共交通の活用に加えて新たな交通手段の導入に向けた検討を行い、その

検討の一環として連節バス「Port Loop」を導入することとなりました。

●どういった企画でスタートしたのか

　回遊性を高めるシステム、都市の魅力を高めるシステム、まちづくりと一体となったシステムの3

つを事業コンセプトに、再開発の進む神戸市の都心・ウォーターフロントエリアを周遊する新たな公

　共交通システムとして、令和3年4月より7ヵ所の停留所にて運行を開始しました。

(停留所名称)

三宮駅前、KIITO前、神戸ポートオアシス前、新港町(上り・下り)、ポートタワー前

　ハーバーランド

●神姫バスで運行する事となったのか

　令和元年度に神戸市で公募を行い、当社が運行事業者として選定されました。

都心再整備

　平成27年9月に策定された「神戸の都心の未来の姿［将来ビジョン］」および「三宮周辺地区の

『再整備基本構想』」に基づき、都心・三宮で「美しい港町・神戸の玄関口」を形づくることがコンセ

プトに掲げられました。都心でありながら海や山に囲まれ、駅とまちが近いという神戸ならではの地

理的条件や美しい景観を活かし、「人が主役の居心地の良いまち」の実現を目指して再整備を進め

られています。

　例えば、三宮駅前では駅前の基幹道路を人と公共交通優先の広場的空間とする三宮クロススク

エアの整備と新たなバスターミナル（Ⅰ期）を含む雲井通５丁目再開発事業が、そしてウォーターフロ

ントエリアでは新港突堤西地区の再整備等が、着々と進められています。

　また、神戸の都心には、三宮やウォーターフロントも含め、旧居留地、北野、元町など、神戸らしい

魅力的なまちなみがモザイク状に広がっています。官民が連携して、各エリアの更なる魅力向上を

図るとともに、フラワーロードをはじめ各拠点をつなぐ歩行者空間の再整備や、「Port Loop」など

の新たな魅力ある交通手段を導入することで、都心内の回遊性を向上させ、駅周辺だけではなくま

ち全体の活性化が実現される予定です。

特別
企画

連節バスについて

●内部のイメージや環境への配慮など、既存のバスとの違いについて

　「Port Loop」におけるトータルデザインでは、「PORT BLUEみなとまち神戸の風景を写し込むひと・まちが輝

く新たな公共交通」をコンセプトに、車両や停留所をはじめとする様々な関連施設、webサイトやチラシ・ポス

ターなど一貫性のあるデザイン展開を行っています。

運賃やお得なサービスなど

片道1回利用：　大人：210円　小児110円

1日乗車券「Kobe 1-day loop bus ticket」大人700円、小児350円

2日乗車券「Kobe 2-day loop bus ticket」大人1,000円、小児500円

上記企画乗車券でPort Loopの他にCITY LOOPや山手線、神姫バスの市内中心部路線が乗車可能です。

また、1日乗車券、2日乗車券の提示で各施設での入館料割引や遊覧船の割引など大変お得な乗車券です。詳し

くはホームページ・リーフレットをご確認ください。

手荷物預かりサービスも実施しており、荷物1個につき100円でお預かりしています。

(預かり場所は、当社三宮バスターミナル東側にある神姫タクシー三宮待合所です。)

近隣施設 

　atoa(劇場型水族館)

　アクアリウムとアートが融合した新感覚の都市型水族館

　アクセス➡ Port Loop 「新港町（しんこうちょう）」下車すぐ

　TOOTH TOOTH MART FOOD HALL＆NIGHT FES

  「TOOTH TOOTH」がセレクションした、神戸ならではのお料理が愉しめる神戸最大級のフードホール。

　アクセス➡ Port Loop 「新港町」下車すぐ

　felissimo chocolate museum

　チョコレートのパッケージをメインの収蔵品として、常設展や企画展を通じて世界の

チョコレートのカカオに関する文化や歴史などを発信しています。

　アクセス➡ Port Loop 「新港町」下車すぐ

　こども本の森神戸

　建築家・安藤忠雄さんからの寄付で誕生した「こども本の森神戸」は対象年齢にしばられず自由に本とふれあ

える、こどものための文化施設です。

　アクセス➡ Port Loop「市役所・東遊園地前（ハーバーランド方面行き）、

 東遊園地前(三宮方面行き)」下車すぐ

　神戸ハーバーランドｕｍｉｅ

　ハーバーランドにあるショッピングセンター。ファミリー層やカップル、国内外からの観光客など幅広いお客さ

まが集う、賑わいと笑顔があふれる施設です。

　アクセス➡ Port Loop「ハーバーランド」下車すぐ
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はじめに

●Port Loopが生まれた経緯

　神戸市では、平成25年9月に公共交通を中心に歩行者、自転車、自動車などがバランスよく組み

合わされた、安全で快適な交通環境を目指す神戸市総合交通計画が策定されました。この計画の

実現に向けて、既存の公共交通の活用に加えて新たな交通手段の導入に向けた検討を行い、その

検討の一環として連節バス「Port Loop」を導入することとなりました。

●どういった企画でスタートしたのか

　回遊性を高めるシステム、都市の魅力を高めるシステム、まちづくりと一体となったシステムの3

つを事業コンセプトに、再開発の進む神戸市の都心・ウォーターフロントエリアを周遊する新たな公

　共交通システムとして、令和3年4月より7ヵ所の停留所にて運行を開始しました。

(停留所名称)

三宮駅前、KIITO前、神戸ポートオアシス前、新港町(上り・下り)、ポートタワー前

　ハーバーランド

●神姫バスで運行する事となったのか

　令和元年度に神戸市で公募を行い、当社が運行事業者として選定されました。

都心再整備

　平成27年9月に策定された「神戸の都心の未来の姿［将来ビジョン］」および「三宮周辺地区の

『再整備基本構想』」に基づき、都心・三宮で「美しい港町・神戸の玄関口」を形づくることがコンセ

プトに掲げられました。都心でありながら海や山に囲まれ、駅とまちが近いという神戸ならではの地

理的条件や美しい景観を活かし、「人が主役の居心地の良いまち」の実現を目指して再整備を進め

られています。

　例えば、三宮駅前では駅前の基幹道路を人と公共交通優先の広場的空間とする三宮クロススク

エアの整備と新たなバスターミナル（Ⅰ期）を含む雲井通５丁目再開発事業が、そしてウォーターフロ

ントエリアでは新港突堤西地区の再整備等が、着々と進められています。

　また、神戸の都心には、三宮やウォーターフロントも含め、旧居留地、北野、元町など、神戸らしい

魅力的なまちなみがモザイク状に広がっています。官民が連携して、各エリアの更なる魅力向上を

図るとともに、フラワーロードをはじめ各拠点をつなぐ歩行者空間の再整備や、「Port Loop」など

の新たな魅力ある交通手段を導入することで、都心内の回遊性を向上させ、駅周辺だけではなくま

ち全体の活性化が実現される予定です。

連節バスについて

●内部のイメージや環境への配慮など、既存のバスとの違いについて

　「Port Loop」におけるトータルデザインでは、「PORT BLUEみなとまち神戸の風景を写し込むひと・まちが輝

く新たな公共交通」をコンセプトに、車両や停留所をはじめとする様々な関連施設、webサイトやチラシ・ポス

ターなど一貫性のあるデザイン展開を行っています。

運賃やお得なサービスなど

片道1回利用：　大人：210円　小児110円

1日乗車券「Kobe 1-day loop bus ticket」大人700円、小児350円

2日乗車券「Kobe 2-day loop bus ticket」大人1,000円、小児500円

上記企画乗車券でPort Loopの他にCITY LOOPや山手線、神姫バスの市内中心部路線が乗車可能です。

また、1日乗車券、2日乗車券の提示で各施設での入館料割引や遊覧船の割引など大変お得な乗車券です。詳し

くはホームページ・リーフレットをご確認ください。

手荷物預かりサービスも実施しており、荷物1個につき100円でお預かりしています。

(預かり場所は、当社三宮バスターミナル東側にある神姫タクシー三宮待合所です。)

近隣施設 

　atoa(劇場型水族館)

　アクアリウムとアートが融合した新感覚の都市型水族館

　アクセス➡ Port Loop 「新港町（しんこうちょう）」下車すぐ

　TOOTH TOOTH MART FOOD HALL＆NIGHT FES

  「TOOTH TOOTH」がセレクションした、神戸ならではのお料理が愉しめる神戸最大級のフードホール。

　アクセス➡ Port Loop 「新港町」下車すぐ

　felissimo chocolate museum

　チョコレートのパッケージをメインの収蔵品として、常設展や企画展を通じて世界の

チョコレートのカカオに関する文化や歴史などを発信しています。

　アクセス➡ Port Loop 「新港町」下車すぐ

　こども本の森神戸

　建築家・安藤忠雄さんからの寄付で誕生した「こども本の森神戸」は対象年齢にしばられず自由に本とふれあ

える、こどものための文化施設です。

　アクセス➡ Port Loop「市役所・東遊園地前（ハーバーランド方面行き）、

 東遊園地前(三宮方面行き)」下車すぐ

　神戸ハーバーランドｕｍｉｅ

　ハーバーランドにあるショッピングセンター。ファミリー層やカップル、国内外からの観光客など幅広いお客さ

まが集う、賑わいと笑顔があふれる施設です。

　アクセス➡ Port Loop「ハーバーランド」下車すぐ
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　兵庫県建築士事務所協会神戸支部の皆さまには、平素より本市の住宅行政にご理解・ご協力賜

り、厚く御礼申し上げます。

　神戸市建築住宅局政策課では、住宅ストックを活用した豊かな住まいの確保と居住の安定の実

現に向け、①住宅ストックの流通促進、②ストックを活用した住宅セーフティネットの確保、の２つの

テーマのもと様々な取り組みを進めています。今回は、令和４年度の新たな取り組みのなかで、「１．

建築家との協働による空き家活用促進事業」と「２．戸建て住宅省エネ改修等補助事業」についてご

紹介します。

●１．建築家との協働による空き家活用促進事業

　適切に管理されていない空き家は、周囲に悪影響を及ぼし、地域の荒廃を招くおそれがありま

す。その対策として、「使える空き家」には売却や賃貸、地域利用などの活用を促しており、令和４年

度からは「建築家との協働による空き家活用促進事業」に取り組んでいます。

１．事業の目的

　この事業は、空き家が生まれ変わる姿を発信することで、空き家活用の機運を高めていくことを

目指しています。多種多様で魅力的な事例は、空き家の新しい可能性を感じさせ、所有者や活用希

望者が活用に向けた行動を起こすきっかけとなり、ひいては「使える空き家」のさらなる流通に繋

がっていくと考えています。

そのための発信事例の創出を目的として、空き家を魅力的に再生する際の改修費等を最大500万

円補助する制度を始めました。（各種要件あり／令和４年度は受付終了）

２．再生事例

　この事業の特徴は、「建築家」による改修設計を要件としている点です。ライフスタイルや地域コ

ミュニティまでデザインできる「建築家」が、空き家活用の魅力や可能性を引き出し、まちににぎわ

いをもたらし、より多くの所有者や活用希望者の気持ちを動かすことを期待しています。今回はい

ち早く完成した２つの事例をご紹介します。

■アーティスト・イン・レジデンス

　アーティストの滞在～制作～発表の場のほか、シェアカフェを併設。地域住民とアーティスト、これ

からお店を始めたい人、まちへの来訪者が複層的に交わる拠点を目指す。

■創作スペース併設のシェアハウス

　木造密集市街地にある重量鉄骨造の空き家をシェアハウスに改修。国内外の若者の流入・定着を図り、アトリ

エの併設や健康啓発活動により地域やアーティストとの交流を促す。

●２．戸建て住宅の省エネ改修等補助事業

　令和3年度に国土交通省、経済産業省、環境省が連携して検討会を設置し、そのとりまとめとして「脱炭素社

会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方」が公表されるなど、全国的にカーボンニュート

ラルの実現に向けた動きが見られます。

　住宅の省エネ関連の支援制度として、国や県においても様々なメニューが用意されていますが、本市では、令

和4年度から新たに国土交通省の社会資本整備総合交付金に位置付けられた「住宅・建築物省エネ改修推進事

業」に基づく制度として、既存の戸建て住宅の省エネ補助を令和4年10月より開始し、カーボンニュートラルの

実現に向けた取組を実施しています。様々な支援制度を比較しながら、実施内容に適した支援をご活用くださ

い。

　今後も引き続き、住宅ストックの質の向上と流通を促進し、安全で豊かな住生活が実現できるよう住宅行政を

推進していきますので、ご理解・ご協力よろしくお願い申し上げます。
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　補助制度の詳細はこちら▶ 検索神戸市　空き家　建築家
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　兵庫県建築士事務所協会神戸支部の皆さまには、平素より本市の住宅行政にご理解・ご協力賜

り、厚く御礼申し上げます。

　神戸市建築住宅局政策課では、住宅ストックを活用した豊かな住まいの確保と居住の安定の実

現に向け、①住宅ストックの流通促進、②ストックを活用した住宅セーフティネットの確保、の２つの

テーマのもと様々な取り組みを進めています。今回は、令和４年度の新たな取り組みのなかで、「１．

建築家との協働による空き家活用促進事業」と「２．戸建て住宅省エネ改修等補助事業」についてご

紹介します。

●１．建築家との協働による空き家活用促進事業

　適切に管理されていない空き家は、周囲に悪影響を及ぼし、地域の荒廃を招くおそれがありま

す。その対策として、「使える空き家」には売却や賃貸、地域利用などの活用を促しており、令和４年

度からは「建築家との協働による空き家活用促進事業」に取り組んでいます。

１．事業の目的

　この事業は、空き家が生まれ変わる姿を発信することで、空き家活用の機運を高めていくことを

目指しています。多種多様で魅力的な事例は、空き家の新しい可能性を感じさせ、所有者や活用希

望者が活用に向けた行動を起こすきっかけとなり、ひいては「使える空き家」のさらなる流通に繋

がっていくと考えています。

そのための発信事例の創出を目的として、空き家を魅力的に再生する際の改修費等を最大500万

円補助する制度を始めました。（各種要件あり／令和４年度は受付終了）

２．再生事例

　この事業の特徴は、「建築家」による改修設計を要件としている点です。ライフスタイルや地域コ

ミュニティまでデザインできる「建築家」が、空き家活用の魅力や可能性を引き出し、まちににぎわ

いをもたらし、より多くの所有者や活用希望者の気持ちを動かすことを期待しています。今回はい

ち早く完成した２つの事例をご紹介します。

■アーティスト・イン・レジデンス

　アーティストの滞在～制作～発表の場のほか、シェアカフェを併設。地域住民とアーティスト、これ

からお店を始めたい人、まちへの来訪者が複層的に交わる拠点を目指す。

■創作スペース併設のシェアハウス

　木造密集市街地にある重量鉄骨造の空き家をシェアハウスに改修。国内外の若者の流入・定着を図り、アトリ

エの併設や健康啓発活動により地域やアーティストとの交流を促す。

●２．戸建て住宅の省エネ改修等補助事業

　令和3年度に国土交通省、経済産業省、環境省が連携して検討会を設置し、そのとりまとめとして「脱炭素社

会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方」が公表されるなど、全国的にカーボンニュート

ラルの実現に向けた動きが見られます。

　住宅の省エネ関連の支援制度として、国や県においても様々なメニューが用意されていますが、本市では、令

和4年度から新たに国土交通省の社会資本整備総合交付金に位置付けられた「住宅・建築物省エネ改修推進事

業」に基づく制度として、既存の戸建て住宅の省エネ補助を令和4年10月より開始し、カーボンニュートラルの

実現に向けた取組を実施しています。様々な支援制度を比較しながら、実施内容に適した支援をご活用くださ

い。

　今後も引き続き、住宅ストックの質の向上と流通を促進し、安全で豊かな住生活が実現できるよう住宅行政を

推進していきますので、ご理解・ご協力よろしくお願い申し上げます。

【補助制度の概要】

【省エネ改修の例】

補助メニュー

省エネ性能について
の第3者評価取得費

省エネ改修にかかる
設計費

省エネ改修工事費

対象経費の2/3
上限10万円

対象経費の2/3
上限30万円

対象経費の23%
ZEH水準：上限102万円
省エネ基準：上限76万円

省エネ見える化

省エネ設計等

省エネ改修

補助対象 補助額

　補助制度の詳細はこちら▶ 検索神戸市　省エネ改修

改
修
前

改
修
後

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

APPROACH No.52



久
我 

公
人

神
戸
市
消
防
局 

予
防
部

 

査
察
課 

設
備
指
導

神
戸
の
消
防
同
意
☆
建
築
通
知
は
電
子
で
!!

行政
だより ●神戸市消防局における電子申請の取り組みについて

　神戸市消防局では、消防同意に伴う事務について、次のとおり電子による受付を行っています。
　電子で申請を行っていただくと、ペーパーレス化ができること、24時間いつでも申請できること、
審査結果が迅速に取得できることなどのメリットがあり、すでに多くの方にご利用いただいていま
す。

●指定確認検査機関の方へインタビュー
神戸市消防局では、電子による行政手続の利用、社内事務の電子化に積極的に取り組んでいる株式会社　兵
庫確認検査機構の永さんに電子化についてお話を聞いてみました。

兵庫県指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関
株式会社 兵庫確認検査機構
神戸支店長　永　万泰さん

◆指定確認検査機関が行う申請の電子化に対する取り組みについて

（神消：神戸市消防局　／　兵確：永さん）

神消：　貴社で行っている電子化への取り組みについて教えてください。

兵確：　現在、弊社では確認申請・評価・完了検査等について電子申請化を行っています。特に建築基準法第
６条第１項第４号に掲げる建築物の確認申請については電子申請を推奨しています。これまでは弊
社所在地である三宮に行く用事があるので、電子申請はしません。といって電子申請に前向きでな
かった設計会社の方も、一度電子申請を行って頂くといつでも行えるのが便利であるということで
積極的に利用頂けるようになったこともありました。

神消：　スケジュールを気にせず都合の良いタイミングで申請できるのは便利ですね。電子申請を審査等す
るためにどのようなソフト・ハードを導入されていますか？

兵確：　図面等を審査しやすいように、デュアルディスプレイを採用しています。これに加えてタブレット
端末を導入しました。タブレット端末の使い方としては、クラウドに保存された図面を読み込み完
成検査に使用しています。電子データを蓄積する専用のサーバーをもっており、そこに各支店から
アクセスできるようになっています。システムとしてはシステム会社に依頼しパッケージのものを
採用、そこに必要な機能をオプションとして追加しています。２年程前から検討を行い、試行錯誤を
経て今の形に至りました。

神消：　タブレット端末でクラウド保存の図書にアクセスできると、重たい図書を持ち歩かずに済みます
ね。冒頭にもある通り、都合の良いタイミングで申請することができることの他、電子申請のメリッ
トであると考えておられることはどんなことでしょうか？

兵確：　やはり一番メリットであると感じているのは、申請者の方が指定確認検査機関へ確認申請書の提出
に行く時間を省略でき、これにより申請に掛かっていた時間を別のことに使うことができることで
す。

以前、私が設計会社に勤めていた時は、雑務等を含め設計以外の様々な業務を日中に行い、夕方から
夜にかけて設計等の業務を行うことが通例となっていました。これは基本的にどこの設計会社も同
じなのではないかと思います。設計が完成し確認申請を指定確認検査機関へ回そうとしても、当た
り前ではありますが、営業時間内に提出しに行かなければなりません。それをいつでも申請できる
ようにすることで、時間を気にせずに申請することができるようになったと思います。
指定確認検査機関側のメリットとして、文書保存についても15年保存という制約があることから
紙媒体で保存すると膨大な量となりますが、それがデータ化されることにより省スペース化に繋げ
ることができました。

神消：　とても便利な電子申請ですが、デメリットと考えられることはありますか？

兵確：　従前の紙媒体での申請では、申請に対し修正が必要となった場合は、申請者の方に来社して頂き、対
面で修正の案内を行っていました。ところが電子申請により、申請者の方にチャットで修正の案内
をするという、言葉から文章へという変化が起きました。そのままこちらの意図が伝わり修正が行わ
れることもありますが、見当違いのものが返ってくることもしばしばあります。電子化により意思の疎通
が若干ではありますが難しくなったのではないかと感じます。

◆消防同意の電子化に対する意見について

神消：　電子という顔が見えない関係になってしまった。文の書き方によってはいろいろな捉え方ができること
もあるので意思の疎通は難しいのかもしれません。神戸市消防局では令和４年４月から電子による消防
同意の申請をスタートしました。これについてのご意見いかがでしょうか。

兵確：　神戸市以外でも電子化を行っている消防本部もありますが、電子申請で受付していたとしても、紙媒体
での申請も別途送るようにと指示を受けることもあります。完全に電子のみで申請が完結するのは把
握している中では神戸市のみです。４号建築物だと、従前では朝に確認申請書を窓口に持参し、夕方に
引き上げるのが通例でしたが、電子申請だと、朝に申請したものが、早いと昼一番には消防同意済みで
返却されていることもあるので、スピーディーに確認申請を処理することができます。
建築通知でいえば、申請者の方から送付される建築通知データを印刷し、消防機関へ送付する流れに
なっていましたが、送付されたデータをそのまま消防機関へ送付できるのは時間や資源を削減すること
ができています。

神消：　率直にシステム含め改善が必要と思われる点はありますか。

兵確：　４号建築物について、現在の神戸市のシステムで使い勝手は全く問題ありません。しかしながら、４号以
外の建築物では、消防同意に必要な書類、例えば神戸市では消防用設備等設置計画届出書というもの
がありますが、これを修正しようと思うと、従前は消防機関と申請者の方とのやり取りであったのが、電
子申請のシステム上申請者の方の介入ができないので、間に指定確認検査機関を挟まなくてはなりま
せん。その部分においてはひと手間増えたように思います。
また、冒頭でもお話ししたように弊社では、申請者の方が確認申請を電子で行う場合はどのような規模
であっても基本的には拒まないというスタンスですが、神戸市では政令対象となる１号から３号対象物
であれば延べ床面積が概ね300㎡未満のものと制限がされており、消防同意時に電子対応できないこ

とから申請を受け付けることができないといった例がありました。また、建築基準法の改正により４号特
例が縮小されることもあるので、規模や用途を問わず受付可能にして頂ければ電子化をより推進でき
るのではないかと考えています。

◆指定確認検査機関が考える手続の電子化の展望について

神消：　電子化の展望についてどのようにお考えですか？

兵確：　昔は図面を手描きしていましたが、コンピューターの発展によりCADを使うのが現在の主流となってい
るかと思います。これと同様に手続も紙から電子申請へと移り変わる過渡期だと思っています。電子化
についての展望としては近い将来（2～3年後）には半数程度になっていると思われます。

神消：　ありがとうございました。頂きました意見を参考に消防同意の電子化の改善に努めていきたいと思いま
す。

●電子申請のメリット
　ユーザーである永さんからは、次のようなメリットがあるというお話を聞くことができました。

・消防局に出向くことなく、24時間いつでも手続きが可能になり、空いた時間に他の業務ができる。
・紙媒体で保存する必要がなくなり省スペース化に繋がる。
・審査結果を迅速に取得することができる。

●総務省消防庁からの消防同意事務の電子化についてのコメント

消防同意事務の電子化は、書類の受け渡しの迅速化による事務の効率化や、書類の電子保存による省ス
ペース化など、消防側にとっても多くのメリットがあります。これまで電子申請では、文書の押印に代わり電
子署名が求められていましたが、令和３年２月の消防庁通知により、押印手続きの見直しに伴い電子署名が
省略可能となったことを示しました。これにより、消防同意事務の電子化がより容易に行えるようになった
と認識しています。
電子申請による手続きは、建築基準法第６条第１項第４号の小規模な建築物に係る建築確認申請や、建築
基準法第93条第４項による建築通知を中心に行われていると承知しており、小規模な建築物から手続きの
電子化を進めている神戸市消防局の取組みは、他の消防本部の参考にもなるものであると考えます。
最近の行政手続きのオンライン化の流れもあり、総務省消防庁においても電子化をより推進していく方針
であり、「消防同意等の電子化に向けたシステム導入対応マニュアル」を改正するほか、各消防本部におけ
る優良事例を周知するなどの取組みを進めてまいります。

●おわりに　～神戸市消防局から～

今回、電子申請のユーザーからのご貴重なご意見をお聞きすることができました。電子申請は、対面での手
続きに比べて正確に意図が伝わらないことがあるというデメリットがあるものの、それを上回る生産性の向
上というメリットがあります。
これまで電子申請を考えたことが無かったという設計会社の方も、ぜひご利用いただきたいと考えています。

意見照会

建築通知

消防同意
（専用住宅・長屋・農業用倉庫等）

消防同意
（300㎡未満の防火対象物）

建築基準法第７条の２第５項

建築基準法第93条第４項

令和３年８月

同上

令和４年４月

同上

建築基準法第６条第１項第４号
に掲げる建築物

建築基準法第６条第１項第１号
から第３号に掲げる建築物

手続き名 根拠条文等 受付開始時期
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●神戸市消防局における電子申請の取り組みについて
　神戸市消防局では、消防同意に伴う事務について、次のとおり電子による受付を行っています。
　電子で申請を行っていただくと、ペーパーレス化ができること、24時間いつでも申請できること、
審査結果が迅速に取得できることなどのメリットがあり、すでに多くの方にご利用いただいていま
す。

●指定確認検査機関の方へインタビュー
神戸市消防局では、電子による行政手続の利用、社内事務の電子化に積極的に取り組んでいる株式会社　兵
庫確認検査機構の永さんに電子化についてお話を聞いてみました。

兵庫県指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関
株式会社 兵庫確認検査機構
神戸支店長　永　万泰さん

◆指定確認検査機関が行う申請の電子化に対する取り組みについて

（神消：神戸市消防局　／　兵確：永さん）

神消：　貴社で行っている電子化への取り組みについて教えてください。

兵確：　現在、弊社では確認申請・評価・完了検査等について電子申請化を行っています。特に建築基準法第
６条第１項第４号に掲げる建築物の確認申請については電子申請を推奨しています。これまでは弊
社所在地である三宮に行く用事があるので、電子申請はしません。といって電子申請に前向きでな
かった設計会社の方も、一度電子申請を行って頂くといつでも行えるのが便利であるということで
積極的に利用頂けるようになったこともありました。

神消：　スケジュールを気にせず都合の良いタイミングで申請できるのは便利ですね。電子申請を審査等す
るためにどのようなソフト・ハードを導入されていますか？

兵確：　図面等を審査しやすいように、デュアルディスプレイを採用しています。これに加えてタブレット
端末を導入しました。タブレット端末の使い方としては、クラウドに保存された図面を読み込み完
成検査に使用しています。電子データを蓄積する専用のサーバーをもっており、そこに各支店から
アクセスできるようになっています。システムとしてはシステム会社に依頼しパッケージのものを
採用、そこに必要な機能をオプションとして追加しています。２年程前から検討を行い、試行錯誤を
経て今の形に至りました。

神消：　タブレット端末でクラウド保存の図書にアクセスできると、重たい図書を持ち歩かずに済みます
ね。冒頭にもある通り、都合の良いタイミングで申請することができることの他、電子申請のメリッ
トであると考えておられることはどんなことでしょうか？

兵確：　やはり一番メリットであると感じているのは、申請者の方が指定確認検査機関へ確認申請書の提出
に行く時間を省略でき、これにより申請に掛かっていた時間を別のことに使うことができることで
す。

以前、私が設計会社に勤めていた時は、雑務等を含め設計以外の様々な業務を日中に行い、夕方から
夜にかけて設計等の業務を行うことが通例となっていました。これは基本的にどこの設計会社も同
じなのではないかと思います。設計が完成し確認申請を指定確認検査機関へ回そうとしても、当た
り前ではありますが、営業時間内に提出しに行かなければなりません。それをいつでも申請できる
ようにすることで、時間を気にせずに申請することができるようになったと思います。
指定確認検査機関側のメリットとして、文書保存についても15年保存という制約があることから
紙媒体で保存すると膨大な量となりますが、それがデータ化されることにより省スペース化に繋げ
ることができました。

神消：　とても便利な電子申請ですが、デメリットと考えられることはありますか？

兵確：　従前の紙媒体での申請では、申請に対し修正が必要となった場合は、申請者の方に来社して頂き、対
面で修正の案内を行っていました。ところが電子申請により、申請者の方にチャットで修正の案内
をするという、言葉から文章へという変化が起きました。そのままこちらの意図が伝わり修正が行わ
れることもありますが、見当違いのものが返ってくることもしばしばあります。電子化により意思の疎通
が若干ではありますが難しくなったのではないかと感じます。

◆消防同意の電子化に対する意見について

神消：　電子という顔が見えない関係になってしまった。文の書き方によってはいろいろな捉え方ができること
もあるので意思の疎通は難しいのかもしれません。神戸市消防局では令和４年４月から電子による消防
同意の申請をスタートしました。これについてのご意見いかがでしょうか。

兵確：　神戸市以外でも電子化を行っている消防本部もありますが、電子申請で受付していたとしても、紙媒体
での申請も別途送るようにと指示を受けることもあります。完全に電子のみで申請が完結するのは把
握している中では神戸市のみです。４号建築物だと、従前では朝に確認申請書を窓口に持参し、夕方に
引き上げるのが通例でしたが、電子申請だと、朝に申請したものが、早いと昼一番には消防同意済みで
返却されていることもあるので、スピーディーに確認申請を処理することができます。
建築通知でいえば、申請者の方から送付される建築通知データを印刷し、消防機関へ送付する流れに
なっていましたが、送付されたデータをそのまま消防機関へ送付できるのは時間や資源を削減すること
ができています。

神消：　率直にシステム含め改善が必要と思われる点はありますか。

兵確：　４号建築物について、現在の神戸市のシステムで使い勝手は全く問題ありません。しかしながら、４号以
外の建築物では、消防同意に必要な書類、例えば神戸市では消防用設備等設置計画届出書というもの
がありますが、これを修正しようと思うと、従前は消防機関と申請者の方とのやり取りであったのが、電
子申請のシステム上申請者の方の介入ができないので、間に指定確認検査機関を挟まなくてはなりま
せん。その部分においてはひと手間増えたように思います。
また、冒頭でもお話ししたように弊社では、申請者の方が確認申請を電子で行う場合はどのような規模
であっても基本的には拒まないというスタンスですが、神戸市では政令対象となる１号から３号対象物
であれば延べ床面積が概ね300㎡未満のものと制限がされており、消防同意時に電子対応できないこ

とから申請を受け付けることができないといった例がありました。また、建築基準法の改正により４号特
例が縮小されることもあるので、規模や用途を問わず受付可能にして頂ければ電子化をより推進でき
るのではないかと考えています。

◆指定確認検査機関が考える手続の電子化の展望について

神消：　電子化の展望についてどのようにお考えですか？

兵確：　昔は図面を手描きしていましたが、コンピューターの発展によりCADを使うのが現在の主流となってい
るかと思います。これと同様に手続も紙から電子申請へと移り変わる過渡期だと思っています。電子化
についての展望としては近い将来（2～3年後）には半数程度になっていると思われます。

神消：　ありがとうございました。頂きました意見を参考に消防同意の電子化の改善に努めていきたいと思いま
す。

●電子申請のメリット
　ユーザーである永さんからは、次のようなメリットがあるというお話を聞くことができました。

・消防局に出向くことなく、24時間いつでも手続きが可能になり、空いた時間に他の業務ができる。
・紙媒体で保存する必要がなくなり省スペース化に繋がる。
・審査結果を迅速に取得することができる。

●総務省消防庁からの消防同意事務の電子化についてのコメント

消防同意事務の電子化は、書類の受け渡しの迅速化による事務の効率化や、書類の電子保存による省ス
ペース化など、消防側にとっても多くのメリットがあります。これまで電子申請では、文書の押印に代わり電
子署名が求められていましたが、令和３年２月の消防庁通知により、押印手続きの見直しに伴い電子署名が
省略可能となったことを示しました。これにより、消防同意事務の電子化がより容易に行えるようになった
と認識しています。
電子申請による手続きは、建築基準法第６条第１項第４号の小規模な建築物に係る建築確認申請や、建築
基準法第93条第４項による建築通知を中心に行われていると承知しており、小規模な建築物から手続きの
電子化を進めている神戸市消防局の取組みは、他の消防本部の参考にもなるものであると考えます。
最近の行政手続きのオンライン化の流れもあり、総務省消防庁においても電子化をより推進していく方針
であり、「消防同意等の電子化に向けたシステム導入対応マニュアル」を改正するほか、各消防本部におけ
る優良事例を周知するなどの取組みを進めてまいります。

●おわりに　～神戸市消防局から～

今回、電子申請のユーザーからのご貴重なご意見をお聞きすることができました。電子申請は、対面での手
続きに比べて正確に意図が伝わらないことがあるというデメリットがあるものの、それを上回る生産性の向
上というメリットがあります。
これまで電子申請を考えたことが無かったという設計会社の方も、ぜひご利用いただきたいと考えています。
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●神戸市消防局における電子申請の取り組みについて
　神戸市消防局では、消防同意に伴う事務について、次のとおり電子による受付を行っています。
　電子で申請を行っていただくと、ペーパーレス化ができること、24時間いつでも申請できること、
審査結果が迅速に取得できることなどのメリットがあり、すでに多くの方にご利用いただいていま
す。

●指定確認検査機関の方へインタビュー
神戸市消防局では、電子による行政手続の利用、社内事務の電子化に積極的に取り組んでいる株式会社　兵
庫確認検査機構の永さんに電子化についてお話を聞いてみました。

兵庫県指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関
株式会社 兵庫確認検査機構
神戸支店長　永　万泰さん

◆指定確認検査機関が行う申請の電子化に対する取り組みについて

（神消：神戸市消防局　／　兵確：永さん）

神消：　貴社で行っている電子化への取り組みについて教えてください。

兵確：　現在、弊社では確認申請・評価・完了検査等について電子申請化を行っています。特に建築基準法第
６条第１項第４号に掲げる建築物の確認申請については電子申請を推奨しています。これまでは弊
社所在地である三宮に行く用事があるので、電子申請はしません。といって電子申請に前向きでな
かった設計会社の方も、一度電子申請を行って頂くといつでも行えるのが便利であるということで
積極的に利用頂けるようになったこともありました。

神消：　スケジュールを気にせず都合の良いタイミングで申請できるのは便利ですね。電子申請を審査等す
るためにどのようなソフト・ハードを導入されていますか？

兵確：　図面等を審査しやすいように、デュアルディスプレイを採用しています。これに加えてタブレット
端末を導入しました。タブレット端末の使い方としては、クラウドに保存された図面を読み込み完
成検査に使用しています。電子データを蓄積する専用のサーバーをもっており、そこに各支店から
アクセスできるようになっています。システムとしてはシステム会社に依頼しパッケージのものを
採用、そこに必要な機能をオプションとして追加しています。２年程前から検討を行い、試行錯誤を
経て今の形に至りました。

神消：　タブレット端末でクラウド保存の図書にアクセスできると、重たい図書を持ち歩かずに済みます
ね。冒頭にもある通り、都合の良いタイミングで申請することができることの他、電子申請のメリッ
トであると考えておられることはどんなことでしょうか？

兵確：　やはり一番メリットであると感じているのは、申請者の方が指定確認検査機関へ確認申請書の提出
に行く時間を省略でき、これにより申請に掛かっていた時間を別のことに使うことができることで
す。

以前、私が設計会社に勤めていた時は、雑務等を含め設計以外の様々な業務を日中に行い、夕方から
夜にかけて設計等の業務を行うことが通例となっていました。これは基本的にどこの設計会社も同
じなのではないかと思います。設計が完成し確認申請を指定確認検査機関へ回そうとしても、当た
り前ではありますが、営業時間内に提出しに行かなければなりません。それをいつでも申請できる
ようにすることで、時間を気にせずに申請することができるようになったと思います。
指定確認検査機関側のメリットとして、文書保存についても15年保存という制約があることから
紙媒体で保存すると膨大な量となりますが、それがデータ化されることにより省スペース化に繋げ
ることができました。

神消：　とても便利な電子申請ですが、デメリットと考えられることはありますか？

兵確：　従前の紙媒体での申請では、申請に対し修正が必要となった場合は、申請者の方に来社して頂き、対
面で修正の案内を行っていました。ところが電子申請により、申請者の方にチャットで修正の案内
をするという、言葉から文章へという変化が起きました。そのままこちらの意図が伝わり修正が行わ
れることもありますが、見当違いのものが返ってくることもしばしばあります。電子化により意思の疎通
が若干ではありますが難しくなったのではないかと感じます。

◆消防同意の電子化に対する意見について

神消：　電子という顔が見えない関係になってしまった。文の書き方によってはいろいろな捉え方ができること
もあるので意思の疎通は難しいのかもしれません。神戸市消防局では令和４年４月から電子による消防
同意の申請をスタートしました。これについてのご意見いかがでしょうか。

兵確：　神戸市以外でも電子化を行っている消防本部もありますが、電子申請で受付していたとしても、紙媒体
での申請も別途送るようにと指示を受けることもあります。完全に電子のみで申請が完結するのは把
握している中では神戸市のみです。４号建築物だと、従前では朝に確認申請書を窓口に持参し、夕方に
引き上げるのが通例でしたが、電子申請だと、朝に申請したものが、早いと昼一番には消防同意済みで
返却されていることもあるので、スピーディーに確認申請を処理することができます。
建築通知でいえば、申請者の方から送付される建築通知データを印刷し、消防機関へ送付する流れに
なっていましたが、送付されたデータをそのまま消防機関へ送付できるのは時間や資源を削減すること
ができています。

神消：　率直にシステム含め改善が必要と思われる点はありますか。

兵確：　４号建築物について、現在の神戸市のシステムで使い勝手は全く問題ありません。しかしながら、４号以
外の建築物では、消防同意に必要な書類、例えば神戸市では消防用設備等設置計画届出書というもの
がありますが、これを修正しようと思うと、従前は消防機関と申請者の方とのやり取りであったのが、電
子申請のシステム上申請者の方の介入ができないので、間に指定確認検査機関を挟まなくてはなりま
せん。その部分においてはひと手間増えたように思います。
また、冒頭でもお話ししたように弊社では、申請者の方が確認申請を電子で行う場合はどのような規模
であっても基本的には拒まないというスタンスですが、神戸市では政令対象となる１号から３号対象物
であれば延べ床面積が概ね300㎡未満のものと制限がされており、消防同意時に電子対応できないこ

とから申請を受け付けることができないといった例がありました。また、建築基準法の改正により４号特
例が縮小されることもあるので、規模や用途を問わず受付可能にして頂ければ電子化をより推進でき
るのではないかと考えています。

◆指定確認検査機関が考える手続の電子化の展望について

神消：　電子化の展望についてどのようにお考えですか？

兵確：　昔は図面を手描きしていましたが、コンピューターの発展によりCADを使うのが現在の主流となってい
るかと思います。これと同様に手続も紙から電子申請へと移り変わる過渡期だと思っています。電子化
についての展望としては近い将来（2～3年後）には半数程度になっていると思われます。

神消：　ありがとうございました。頂きました意見を参考に消防同意の電子化の改善に努めていきたいと思いま
す。

●電子申請のメリット
　ユーザーである永さんからは、次のようなメリットがあるというお話を聞くことができました。

・消防局に出向くことなく、24時間いつでも手続きが可能になり、空いた時間に他の業務ができる。
・紙媒体で保存する必要がなくなり省スペース化に繋がる。
・審査結果を迅速に取得することができる。

●総務省消防庁からの消防同意事務の電子化についてのコメント

消防同意事務の電子化は、書類の受け渡しの迅速化による事務の効率化や、書類の電子保存による省ス
ペース化など、消防側にとっても多くのメリットがあります。これまで電子申請では、文書の押印に代わり電
子署名が求められていましたが、令和３年２月の消防庁通知により、押印手続きの見直しに伴い電子署名が
省略可能となったことを示しました。これにより、消防同意事務の電子化がより容易に行えるようになった
と認識しています。
電子申請による手続きは、建築基準法第６条第１項第４号の小規模な建築物に係る建築確認申請や、建築
基準法第93条第４項による建築通知を中心に行われていると承知しており、小規模な建築物から手続きの
電子化を進めている神戸市消防局の取組みは、他の消防本部の参考にもなるものであると考えます。
最近の行政手続きのオンライン化の流れもあり、総務省消防庁においても電子化をより推進していく方針
であり、「消防同意等の電子化に向けたシステム導入対応マニュアル」を改正するほか、各消防本部におけ
る優良事例を周知するなどの取組みを進めてまいります。

●おわりに　～神戸市消防局から～

今回、電子申請のユーザーからのご貴重なご意見をお聞きすることができました。電子申請は、対面での手
続きに比べて正確に意図が伝わらないことがあるというデメリットがあるものの、それを上回る生産性の向
上というメリットがあります。
これまで電子申請を考えたことが無かったという設計会社の方も、ぜひご利用いただきたいと考えています。

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

APPROACH No.52



●神戸市消防局における電子申請の取り組みについて
　神戸市消防局では、消防同意に伴う事務について、次のとおり電子による受付を行っています。
　電子で申請を行っていただくと、ペーパーレス化ができること、24時間いつでも申請できること、
審査結果が迅速に取得できることなどのメリットがあり、すでに多くの方にご利用いただいていま
す。

●指定確認検査機関の方へインタビュー
神戸市消防局では、電子による行政手続の利用、社内事務の電子化に積極的に取り組んでいる株式会社　兵
庫確認検査機構の永さんに電子化についてお話を聞いてみました。

兵庫県指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関
株式会社 兵庫確認検査機構
神戸支店長　永　万泰さん

◆指定確認検査機関が行う申請の電子化に対する取り組みについて

（神消：神戸市消防局　／　兵確：永さん）

神消：　貴社で行っている電子化への取り組みについて教えてください。

兵確：　現在、弊社では確認申請・評価・完了検査等について電子申請化を行っています。特に建築基準法第
６条第１項第４号に掲げる建築物の確認申請については電子申請を推奨しています。これまでは弊
社所在地である三宮に行く用事があるので、電子申請はしません。といって電子申請に前向きでな
かった設計会社の方も、一度電子申請を行って頂くといつでも行えるのが便利であるということで
積極的に利用頂けるようになったこともありました。

神消：　スケジュールを気にせず都合の良いタイミングで申請できるのは便利ですね。電子申請を審査等す
るためにどのようなソフト・ハードを導入されていますか？

兵確：　図面等を審査しやすいように、デュアルディスプレイを採用しています。これに加えてタブレット
端末を導入しました。タブレット端末の使い方としては、クラウドに保存された図面を読み込み完
成検査に使用しています。電子データを蓄積する専用のサーバーをもっており、そこに各支店から
アクセスできるようになっています。システムとしてはシステム会社に依頼しパッケージのものを
採用、そこに必要な機能をオプションとして追加しています。２年程前から検討を行い、試行錯誤を
経て今の形に至りました。

神消：　タブレット端末でクラウド保存の図書にアクセスできると、重たい図書を持ち歩かずに済みます
ね。冒頭にもある通り、都合の良いタイミングで申請することができることの他、電子申請のメリッ
トであると考えておられることはどんなことでしょうか？

兵確：　やはり一番メリットであると感じているのは、申請者の方が指定確認検査機関へ確認申請書の提出
に行く時間を省略でき、これにより申請に掛かっていた時間を別のことに使うことができることで
す。

以前、私が設計会社に勤めていた時は、雑務等を含め設計以外の様々な業務を日中に行い、夕方から
夜にかけて設計等の業務を行うことが通例となっていました。これは基本的にどこの設計会社も同
じなのではないかと思います。設計が完成し確認申請を指定確認検査機関へ回そうとしても、当た
り前ではありますが、営業時間内に提出しに行かなければなりません。それをいつでも申請できる
ようにすることで、時間を気にせずに申請することができるようになったと思います。
指定確認検査機関側のメリットとして、文書保存についても15年保存という制約があることから
紙媒体で保存すると膨大な量となりますが、それがデータ化されることにより省スペース化に繋げ
ることができました。

神消：　とても便利な電子申請ですが、デメリットと考えられることはありますか？

兵確：　従前の紙媒体での申請では、申請に対し修正が必要となった場合は、申請者の方に来社して頂き、対
面で修正の案内を行っていました。ところが電子申請により、申請者の方にチャットで修正の案内
をするという、言葉から文章へという変化が起きました。そのままこちらの意図が伝わり修正が行わ
れることもありますが、見当違いのものが返ってくることもしばしばあります。電子化により意思の疎通
が若干ではありますが難しくなったのではないかと感じます。

◆消防同意の電子化に対する意見について

神消：　電子という顔が見えない関係になってしまった。文の書き方によってはいろいろな捉え方ができること
もあるので意思の疎通は難しいのかもしれません。神戸市消防局では令和４年４月から電子による消防
同意の申請をスタートしました。これについてのご意見いかがでしょうか。

兵確：　神戸市以外でも電子化を行っている消防本部もありますが、電子申請で受付していたとしても、紙媒体
での申請も別途送るようにと指示を受けることもあります。完全に電子のみで申請が完結するのは把
握している中では神戸市のみです。４号建築物だと、従前では朝に確認申請書を窓口に持参し、夕方に
引き上げるのが通例でしたが、電子申請だと、朝に申請したものが、早いと昼一番には消防同意済みで
返却されていることもあるので、スピーディーに確認申請を処理することができます。
建築通知でいえば、申請者の方から送付される建築通知データを印刷し、消防機関へ送付する流れに
なっていましたが、送付されたデータをそのまま消防機関へ送付できるのは時間や資源を削減すること
ができています。

神消：　率直にシステム含め改善が必要と思われる点はありますか。

兵確：　４号建築物について、現在の神戸市のシステムで使い勝手は全く問題ありません。しかしながら、４号以
外の建築物では、消防同意に必要な書類、例えば神戸市では消防用設備等設置計画届出書というもの
がありますが、これを修正しようと思うと、従前は消防機関と申請者の方とのやり取りであったのが、電
子申請のシステム上申請者の方の介入ができないので、間に指定確認検査機関を挟まなくてはなりま
せん。その部分においてはひと手間増えたように思います。
また、冒頭でもお話ししたように弊社では、申請者の方が確認申請を電子で行う場合はどのような規模
であっても基本的には拒まないというスタンスですが、神戸市では政令対象となる１号から３号対象物
であれば延べ床面積が概ね300㎡未満のものと制限がされており、消防同意時に電子対応できないこ

とから申請を受け付けることができないといった例がありました。また、建築基準法の改正により４号特
例が縮小されることもあるので、規模や用途を問わず受付可能にして頂ければ電子化をより推進でき
るのではないかと考えています。

◆指定確認検査機関が考える手続の電子化の展望について

神消：　電子化の展望についてどのようにお考えですか？

兵確：　昔は図面を手描きしていましたが、コンピューターの発展によりCADを使うのが現在の主流となってい
るかと思います。これと同様に手続も紙から電子申請へと移り変わる過渡期だと思っています。電子化
についての展望としては近い将来（2～3年後）には半数程度になっていると思われます。

神消：　ありがとうございました。頂きました意見を参考に消防同意の電子化の改善に努めていきたいと思いま
す。

●電子申請のメリット
　ユーザーである永さんからは、次のようなメリットがあるというお話を聞くことができました。

・消防局に出向くことなく、24時間いつでも手続きが可能になり、空いた時間に他の業務ができる。
・紙媒体で保存する必要がなくなり省スペース化に繋がる。
・審査結果を迅速に取得することができる。

●総務省消防庁からの消防同意事務の電子化についてのコメント

消防同意事務の電子化は、書類の受け渡しの迅速化による事務の効率化や、書類の電子保存による省ス
ペース化など、消防側にとっても多くのメリットがあります。これまで電子申請では、文書の押印に代わり電
子署名が求められていましたが、令和３年２月の消防庁通知により、押印手続きの見直しに伴い電子署名が
省略可能となったことを示しました。これにより、消防同意事務の電子化がより容易に行えるようになった
と認識しています。
電子申請による手続きは、建築基準法第６条第１項第４号の小規模な建築物に係る建築確認申請や、建築
基準法第93条第４項による建築通知を中心に行われていると承知しており、小規模な建築物から手続きの
電子化を進めている神戸市消防局の取組みは、他の消防本部の参考にもなるものであると考えます。
最近の行政手続きのオンライン化の流れもあり、総務省消防庁においても電子化をより推進していく方針
であり、「消防同意等の電子化に向けたシステム導入対応マニュアル」を改正するほか、各消防本部におけ
る優良事例を周知するなどの取組みを進めてまいります。

●おわりに　～神戸市消防局から～

今回、電子申請のユーザーからのご貴重なご意見をお聞きすることができました。電子申請は、対面での手
続きに比べて正確に意図が伝わらないことがあるというデメリットがあるものの、それを上回る生産性の向
上というメリットがあります。
これまで電子申請を考えたことが無かったという設計会社の方も、ぜひご利用いただきたいと考えています。
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行政
だより 　阪神・淡路大震災を契機に設立された、神戸市民のためのすまいの総合窓口“すまいるネット”

は、今年で２３年目を迎え、令和4年5月1日には、「神戸市すまいの安心支援センター“すまいるネッ

ト”」へ名称変更を行いました。近年、すまいに関するニーズが多様化する中、より深く住宅政策に注

現地調査力する組織として、市民の安全・安心・快適な住環境づくりに取り組んでまいりますので、

今後も引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

　開設以来、兵庫県建築士事務所協会神戸支部の皆様には、建築相談員、すまいの耐震診断員、分

譲マンションバリアフリーアドバイザーなどのすまいるネット事業に対し、多方面でご協力ご支援を

いただいております。今回は、みなさまに関連の深い事業について、ご紹介させていただきます。

１．一般相談窓口
　すまいるネットには、すまいに関する

様々な相談が日々寄せられます。建築の

こと、高齢者の住み替え、マンション管理、

契約のトラブル、資金計画、空き家・空き

地の活用相談など、様々なご相談・お悩み

に対して、すまいの相談員が常駐し、無料

でアドバイスしています。相談員は、相談

内容に応じて、建築士、消費生活相談員、

融資相談員、マンション管理支援員が対応しています。年間約6,000件の電話や来所での相談を

いただいており、そのうち約３割が、建築トラブル、耐震化、バリアフリー化、新築・リフォームなど、建

築に関するものとなっています。

　兵庫県建築士事務所協会神戸支

部所属の建築士の方々にも、相談員

として在席いただいており、様々な

相談内容に対して、細やかにご対応

いただきながら、日々ご活躍いただ

いています。利用者からは「的確なア

ドバイスを得られた」「冷静に考えら

れて今後の行動の道筋が分かった」

「自分では悩んでいるだけで前に進

まないので助かる」などのお声をいただいています。また、相談を受けて帰られる際に相談員に「あ

りがとう」とお礼を述べて晴れ晴れとした顔で帰られる方や、相談の後に「無事解決しました」とお

電話をいただいたりすると、少しでも市民の方のお役にたったのでは、とすまいるネットの存在意義

を実感します。これも相談員としてご協力いただいている皆様のお陰と感謝しております。

２．各種事業
（１）専門家派遣（分譲マンションバリアフリーアドバイザー）

　分譲マンションの管理組合が、新

たにエレベーターの設置を検討する

際に、専門家を無料で派遣する制度

です。

　既存建物や敷地の利用状況などを

現地調査し、関連法規との適合を検討

しながらエレベーターの設置場所を計

画し、また事業費用を算出するなど、専門的な観点からアドバイスを行います。兵庫県建築士事務所協会神戸支

部所属の建築士にご協力をいただいています。

（２）すまいの耐震診断員派遣制度

　昭和56年5月以前に着工された旧耐震基準の住宅を対象に、耐震診断員を無料で派遣し、住宅の耐震性を

診断する制度です。兵庫県建築士事務所協会をはじめとする建築関連の専門家団体に派遣業務を委託し、兵庫

県建築士事務所協会神戸支部のみなさまにも診断員としてご活躍いただいています。

　当該制度をご活用いただきました市民の方からは「診断員の方が、丁寧に調査して分かりやすく説明してくれ

たおかげで、家の状況がよく分かった。」といったお声をいただき、そのまま継続して『耐震改修』へ進まれるケー

スも少なくありません。

　旧耐震住宅の所有者に直接アプローチし、耐震化を促進する最前線を、兵庫県建築士事務所協会神戸支部

所属の建築士のみなさまに担っていただいています。

３．イベント
　住宅耐震化促進事業の補助を活用し、耐震補強工

事を行っている現場を、市民の方へ公開する「耐震改

修オープンハウス」は、「耐震改修工事って具体的にど

んなことをするの。」といった疑問に、実際に工事現場を

見ながら建築士の説明を受けることができる、市民の

方にとって貴重な機会です。建築士のみなさまのお力

添えなしには実現しないイベントでした。今後も様々な

イベント・相談会等で、みなさまのお力をいただきながら

耐震の広報を継続していきたいと考えております。
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　阪神・淡路大震災を契機に設立された、神戸市民のためのすまいの総合窓口“すまいるネット”

は、今年で２３年目を迎え、令和4年5月1日には、「神戸市すまいの安心支援センター“すまいるネッ

ト”」へ名称変更を行いました。近年、すまいに関するニーズが多様化する中、より深く住宅政策に注

現地調査力する組織として、市民の安全・安心・快適な住環境づくりに取り組んでまいりますので、

今後も引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

　開設以来、兵庫県建築士事務所協会神戸支部の皆様には、建築相談員、すまいの耐震診断員、分

譲マンションバリアフリーアドバイザーなどのすまいるネット事業に対し、多方面でご協力ご支援を

いただいております。今回は、みなさまに関連の深い事業について、ご紹介させていただきます。

１．一般相談窓口
　すまいるネットには、すまいに関する

様々な相談が日々寄せられます。建築の

こと、高齢者の住み替え、マンション管理、

契約のトラブル、資金計画、空き家・空き

地の活用相談など、様々なご相談・お悩み

に対して、すまいの相談員が常駐し、無料

でアドバイスしています。相談員は、相談

内容に応じて、建築士、消費生活相談員、

融資相談員、マンション管理支援員が対応しています。年間約6,000件の電話や来所での相談を

いただいており、そのうち約３割が、建築トラブル、耐震化、バリアフリー化、新築・リフォームなど、建

築に関するものとなっています。

　兵庫県建築士事務所協会神戸支

部所属の建築士の方々にも、相談員

として在席いただいており、様々な

相談内容に対して、細やかにご対応

いただきながら、日々ご活躍いただ

いています。利用者からは「的確なア

ドバイスを得られた」「冷静に考えら

れて今後の行動の道筋が分かった」

「自分では悩んでいるだけで前に進

まないので助かる」などのお声をいただいています。また、相談を受けて帰られる際に相談員に「あ

りがとう」とお礼を述べて晴れ晴れとした顔で帰られる方や、相談の後に「無事解決しました」とお

電話をいただいたりすると、少しでも市民の方のお役にたったのでは、とすまいるネットの存在意義

を実感します。これも相談員としてご協力いただいている皆様のお陰と感謝しております。

２．各種事業
（１）専門家派遣（分譲マンションバリアフリーアドバイザー）

　分譲マンションの管理組合が、新

たにエレベーターの設置を検討する

際に、専門家を無料で派遣する制度

です。

　既存建物や敷地の利用状況などを

現地調査し、関連法規との適合を検討

しながらエレベーターの設置場所を計

画し、また事業費用を算出するなど、専門的な観点からアドバイスを行います。兵庫県建築士事務所協会神戸支

部所属の建築士にご協力をいただいています。

（２）すまいの耐震診断員派遣制度

　昭和56年5月以前に着工された旧耐震基準の住宅を対象に、耐震診断員を無料で派遣し、住宅の耐震性を

診断する制度です。兵庫県建築士事務所協会をはじめとする建築関連の専門家団体に派遣業務を委託し、兵庫

県建築士事務所協会神戸支部のみなさまにも診断員としてご活躍いただいています。

　当該制度をご活用いただきました市民の方からは「診断員の方が、丁寧に調査して分かりやすく説明してくれ

たおかげで、家の状況がよく分かった。」といったお声をいただき、そのまま継続して『耐震改修』へ進まれるケー

スも少なくありません。

　旧耐震住宅の所有者に直接アプローチし、耐震化を促進する最前線を、兵庫県建築士事務所協会神戸支部

所属の建築士のみなさまに担っていただいています。

３．イベント
　住宅耐震化促進事業の補助を活用し、耐震補強工

事を行っている現場を、市民の方へ公開する「耐震改

修オープンハウス」は、「耐震改修工事って具体的にど

んなことをするの。」といった疑問に、実際に工事現場を

見ながら建築士の説明を受けることができる、市民の

方にとって貴重な機会です。建築士のみなさまのお力

添えなしには実現しないイベントでした。今後も様々な

イベント・相談会等で、みなさまのお力をいただきながら

耐震の広報を継続していきたいと考えております。

現地調査

資料作成等

・既存建物の状況
・敷地利用状況
・周辺土地利用状況　等

・エレベーター設置位置、比較検討案などの計画図
・日影検討図
・建築基準法等関連法規の適合検討
・概算事業費、概算管理費の算出
・調査・検討結果の報告　等
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（株）文化工学研究所

主たる事業・得意分野及び特色　許可・登録・免許等

代表者　北川 浩明

〒651-0093　兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町4-6-9,3号
電話番号： 080-4245-5918
URL： https://bunkaeng.com　　E-mail： hk@bunkaeng.com

　私たちは文化、歴史、風、重力、熱のような目に見えないものと交わりながら開かれた環境をつくります。
　デザインとエンジニアリングを融合して設計を行っており、意匠や機能的な問題のみならず、構造や環境（温
熱、自然光、自然風等）の問題を並列的に扱うことで、より良い生活環境づくりを目指しています。

　用途や規模に関わらず、自分たちが設計しているものが地域づくりに繋がっていると考えていますが、今後は
建築物というハード面のみならず、ソフト面の設計にも関わることで地域づくりに貢献していきたいと考えてい
ます。
　その一例として、ARと地域SNSのテクノロジーを使い「モノ」「食材」「手伝い」「情報」などを地域内でシェアリ
ングできるサービス（コミュニティ・メディア）を共同で開発しています。

文化工学 ＝ 見えないものとの共創

将来の展望　その他

代表的な物件

建物名： ISAI AQUS
業務： 建築・構造・設備設計
場所： 神戸市須磨区
用途： 老人デイサービスセンター

床面積： 286.52㎡
施工： たかとり工務店
竣工： 2020年11月
写真： 多田ユウコ

事務所紹介（順不同）
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（株）アーキノヴァ設計工房

主たる事業・得意分野及び特色　許可・登録・免許等

代表取締役　柏本　保

〒650-0003　兵庫県神戸市中央区山本通2-4-24 リランズゲート1-5A
電話番号： 078-222-3231
URL： http//www.arshi-nova.biz　　E-mail： t.kashimoto@archi-nova.co.jp

①建築設計・土木設計：監理（企画／コンサルタント／実施設計）
②ビル・マンション大規模修繕工事調査・設計コンサルタント
①公共建築物（学校・福祉系建物・保育園等の設計／監理）
②商業ビル（複合施設・ディーラーショールーム・レストラン 等）
③個人住宅および共同住宅
①「恒久的なデザインの追求」。奇をてらった一過性の華やかなデザインよりも、斬新ではある
がいつの時代にも色褪せしないデザインの追求。
②少数精鋭のスタッフにより、いつまでもアトリエ派の精神をわすれずにこだわりのある建物
つくり。

１級建築士事務所登録：兵庫県知事登録　01A03965

各会共若手の建築離れ、会員の高齢化による会員の減少等に起因する収入減等により、運営が先行き不安な
状況に陥っています。今後の長期的な展望を考えると、“建築設計業界全体の組織の強化”が必要です。手始
めに、「4団体連携推進組織」を立ち上げ、一般市民の認知度アップのため、４団体共通の愛称・ロゴマークを
決定し、なるべく共通の事業を共同で開催することとしました。

主たる事業

得 意 分 野

特 色

許可・登録番号

：

：

：

：

■

■

■

■

将来の展望 （一社）兵庫県建築士事務所協会・現会長の立場から）

代表的な物件

兵庫県建築４団体の連携：■

これからの協会を支える若い会員の裾野を広げることが急務です。近畿ブロックにおいても、「近畿ブロッ
ク・青年部会」を立ち上げることになりました。

■

篠山市障害者総合支援センター
　竣工／2003年
　延べ面積／2,582㎡

トヨタカローラ神戸（株）三田店
　竣工／2019年
　延べ面積／1,985㎡
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　私たちは空調・管工事の機械設備に特化した設計事務所です。
　普段は工場、事業所ビル、商業施設などの空調・換気・給排水衛生・ガス・防災・自動制御などの総合的な設備
の設計に携わっております。
　昨今の建築物の省エネルギー化、環境保全への対応といった取り組みの中で、常に私たちにできることを模
索し、使う人々のニーズに合わせ、「安全」「快適」「便利」な建物となるよう、日々業務に努めて参りたいと考えて
おります。

久設備設計室

主たる事業・得意分野及び特色

代表者　有元 久雄

〒655-0044　兵庫県神戸市垂水区舞子坂1丁目10-36
電話番号： 078-783-2525
E-mail： h@arimoto.net

許可・登録・免許等

代表的な案件

一級建築士事務所　兵庫県知事登録　第01A02471号
設備設計1級建築士　1名
1級建築士　1名
建築設備士　1名
1級管工事施工管理技士　1名
消防設備士　2名

登 録
免 許

：
：

■
■

③兵庫県神戸市

①兵庫県赤穂郡 ②兵庫県三田市
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（株）トーアコーポレーション

主たる事業・得意分野及び特色　許可・登録・免許等

代表者　乙守 典厚

〒658-0011　　神戸市東灘区森南町1-7-8
電話番号： 078-452-6500（代表）
URL： http://toaxx.co.jp/　　E-mail： sign@toaxx.co.jp （代表）

屋外広告業全般
スーパーマーケットなどチェーンストア専門の屋外広告物製作、販売、修理ならびに設計、工事
監理
建設業法による業者許可（鋼構造物工事業・建築工事業・塗装工事業・板金工事業・防水工事業）
一級建築士事務所
屋外広告業（2022年11月現在　１２７自治体）
一級建築士　1名 二級建築施工管理技士　1名 屋外広告士　9名
屋外広告点検技士　9名 商業施設士　3名 景観広告検定2級　6名

創業50年を迎えた現在も、時代に合わせて経営戦略を更新し、弊社に関わる人（従業員・協力業者やその家族）
が幸せに、人生を楽しく過ごすためにベースとなる3S（Small・Speed・Strong）を信条とし、少数精鋭、固い
チームワークの元、対応力があり、大変な時代を生き残る強い会社を目指しています。
定期的な勉強会開催や資格取得を奨励しているのもあり、従業員全員が自発的に考えて行動できる企業風土
が出来上がっており、年齢・性別・職種を固定せず、従業員全員がユーティリティープレイヤーとなることを目指
しています。

主たる事業
得 意 分 野

許 可
登 録

免許・資格・検定など

：
：

：
：

：

■
■

■
■

■

将来の展望　その他

代表的な物件

デイリーカナートイズミヤ和泉府中店（大阪府泉大津市）

ライフ花園中央公園店（大阪府東大阪市） ニトリ放出店（大阪市城東区）
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体が具体的に表現される事が分かりやすく展示され
ています。瓦は一枚一枚手間をかけて色むらをつけ
て、自然に溶け込むように製作されていて他の地域、
他国の拘りが一目で分かるところも有り、瓦の大事さ
学ぶことが出来ました。
八幡堀船巡りでは、瓦の町と八幡堀との調和が見ら
れ、瓦の魅力を活かした街並みは、日本の美しい古風
や秋の紅葉を感じられる心地よい船巡りとなりまし
た。昔の建築物や街並みを眺めると現代へと受け継が
れ、今もなお残された文化は、後世へと伝えていく事の重大さを考えさせられました。

■滋賀県建築士事務所協会との交流会
近江牛を堪能でき、琵琶湖を一望出来る天然温泉
が楽しめる宿で知られる、休暇村近江八幡にて行い
ました。
事務所協会での活動情報交換や立ち上げ時期が同時
期な青年部についての内容を美味しい近江牛を食しな
がら話が弾み有意義な時間を過ごさせて頂きました。

２日目
■9：30　ラコリーナ見学
藤森照信先生が設計を手掛けたこの施設は、八幡山
から連なる丘に緑深い森を夢見て木々を植え、小川を
作り、生き物たちが元気に息づく、自然との一体感を
感じられる空気の澄んだ綺麗な場所でした。例えば、
山で拾ったどんぐりをポットで育て、苗木を敷地に植え
られており、アラカシやクヌギ、シロダモなど八幡山の
植生にあわせた森づくりがされておりました。
50年、100年と時間をかけて育つ様子は大変すばら
しく、色とりどりのお菓子もまた、自然との調和の中で
遊び心を醸し出す。本当に心安らぐ空間であり、美しい施設でした。

■13：00　ヴォーリズ建築見学
建築家ウィリア・メレル・ヴォーリズ氏を称えたヴォーリズ記念館を訪れました。
ヴォーリズ氏は、キリスト教の福音宣教を中心とした建築物等を興された素晴らしい建築設計技師で
あると深く理解致しました。
また、ヴォーリズ氏の献身的な建築業に対して、様々な企業から支援を受けられ、近江の為に活動された

■初めに
この度の研修に当たり、兵庫県建築士事務所協会 神戸支部
会長：柏本保様、支部長：川崎史様、担当副支部長：川田靖様、事業厚生部長：前田由利様
事業部副部長：吉田康裕様、事業部担当幹事：阿部宏明様、担当賛助会員：大林武彦様
神戸支部賛助会の皆々様には心より感謝申し上げます。

１日目
■8：00　三宮出発
１１月６日　三宮からの出発にあたり、車窓から望む景色は美しく、これからバスで滋賀県へと向かい
ます。滋賀県へと差し掛かり11月の秋らしい過ごしやすい晴天でした。滋賀県近江八幡市では、織田
信長にゆかりのある安土城の歴史や、草屋根・自然をテーマにしたラコリーナや多くの近代建築作品
を残されたウィリアム・メレル・ヴォーリズ氏が住んでいた町とこれからの研修にさしあたり、気持ちも
高揚してまいります。

■10：30　安土考古博物館
安土考古博物館では、大中の湖南遺跡と安土瓢箪山
古墳を中心に展示されていて、弥生時代や古墳時代、
当時の集落での1年間の生活や自然環境等を体感で
きるよう、瓢箪山古墳や雪野山古墳の副葬品が展示さ
れており、竪穴式石室を復元されています。中期では、
新開古墳出土の武器等があり、後期では鴨稲荷山古
墳等の装身具、近江の横穴式石室の実物大復元を通
じて埋葬方法の変化から、時代の変化を感じ取れました。また、観音寺城跡と安土城跡を中心に、日本
の城郭の歴史や織田信長について展示がされており、日本最大の湖である琵琶湖を中心に、豊かな
自然環境と地理条件に恵まれた近江の国は、歴史上の
要となる役割を果たされてきた事が学べました。

■14：00　近江八幡堀瓦ミュージアム・八幡堀船巡り
かわらミュージアムは、平成７年に近江八幡市が、地場
産業である八幡瓦の普及と先人の技術や知恵を後世
に伝え、町づくりの拠点として生かしていくために建
設された施設とお聞きしました。瓦で屋根を葺き、屋根
の連なりが町の景観を形成する、という視点で建物自

ことは、敬重に思います。キリスト教の精神として、結核
治療を行うヴォーリズ記念病院は、隣人愛を体現してお
り、命への眼差しを次世代へと伝えられる偉大な建築家
であったと思います。ヴォーリズ氏の隣人愛への活動は
今もなお受け継がれ、息づき、後世に伝えられていると
実感でき、病に対処された建築物を残された基盤とし
て、現代も形に残った軒並に感動を覚えました。

■終わりに
この度の視察研修に当たり、兵庫県建築士事務所協会 神戸支部 会員・賛助会員の皆々様には心よ
りお礼申し上げます。
安土考古博物館では近江の国についての豊かな自然環境や歴史はこの国の要としての役割を果たさ
れてきた事を知ることが出来ました。
近江八幡瓦ミュージアムでは、近江八幡堀が周囲の景観に溶け込み美しさを際立たせる建築である
と理解し、八幡堀巡りでは実際の体感に基づいた経験を送ることが出来、素晴らしい体験でした。
ラコリーナ見学では、元々の自然環境が持つ美しさに触れ、木々を一つ一つ一から育て上げ、建築物
の彩を加える技術を体感できたことは光栄です。
ヴォーリズ建築見学では、ヴォーリズ氏のキリスト教に則った建築に触れることが出来、献身にたいす
る事の重要性と活かす建築を学ぶ事が出来、これからの自分の人生においても活かすことのできる
内容であったと自負しております。
今回の研修で得たことは、今後の自分自身にとっても有意義になる研修であったと確信しております。

心より感謝申し上げます。

株式会社リークス開発　森下  悠人

神戸支部 一泊研修『安土と近江八幡』の視察研修
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体が具体的に表現される事が分かりやすく展示され
ています。瓦は一枚一枚手間をかけて色むらをつけ
て、自然に溶け込むように製作されていて他の地域、
他国の拘りが一目で分かるところも有り、瓦の大事さ
学ぶことが出来ました。
八幡堀船巡りでは、瓦の町と八幡堀との調和が見ら
れ、瓦の魅力を活かした街並みは、日本の美しい古風
や秋の紅葉を感じられる心地よい船巡りとなりまし
た。昔の建築物や街並みを眺めると現代へと受け継が
れ、今もなお残された文化は、後世へと伝えていく事の重大さを考えさせられました。

■滋賀県建築士事務所協会との交流会
近江牛を堪能でき、琵琶湖を一望出来る天然温泉
が楽しめる宿で知られる、休暇村近江八幡にて行い
ました。
事務所協会での活動情報交換や立ち上げ時期が同時
期な青年部についての内容を美味しい近江牛を食しな
がら話が弾み有意義な時間を過ごさせて頂きました。

２日目
■9：30　ラコリーナ見学
藤森照信先生が設計を手掛けたこの施設は、八幡山
から連なる丘に緑深い森を夢見て木々を植え、小川を
作り、生き物たちが元気に息づく、自然との一体感を
感じられる空気の澄んだ綺麗な場所でした。例えば、
山で拾ったどんぐりをポットで育て、苗木を敷地に植え
られており、アラカシやクヌギ、シロダモなど八幡山の
植生にあわせた森づくりがされておりました。
50年、100年と時間をかけて育つ様子は大変すばら
しく、色とりどりのお菓子もまた、自然との調和の中で
遊び心を醸し出す。本当に心安らぐ空間であり、美しい施設でした。

■13：00　ヴォーリズ建築見学
建築家ウィリア・メレル・ヴォーリズ氏を称えたヴォーリズ記念館を訪れました。
ヴォーリズ氏は、キリスト教の福音宣教を中心とした建築物等を興された素晴らしい建築設計技師で
あると深く理解致しました。
また、ヴォーリズ氏の献身的な建築業に対して、様々な企業から支援を受けられ、近江の為に活動された

■初めに
この度の研修に当たり、兵庫県建築士事務所協会 神戸支部
会長：柏本保様、支部長：川崎史様、担当副支部長：川田靖様、事業厚生部長：前田由利様
事業部副部長：吉田康裕様、事業部担当幹事：阿部宏明様、担当賛助会員：大林武彦様
神戸支部賛助会の皆々様には心より感謝申し上げます。

１日目
■8：00　三宮出発
１１月６日　三宮からの出発にあたり、車窓から望む景色は美しく、これからバスで滋賀県へと向かい
ます。滋賀県へと差し掛かり11月の秋らしい過ごしやすい晴天でした。滋賀県近江八幡市では、織田
信長にゆかりのある安土城の歴史や、草屋根・自然をテーマにしたラコリーナや多くの近代建築作品
を残されたウィリアム・メレル・ヴォーリズ氏が住んでいた町とこれからの研修にさしあたり、気持ちも
高揚してまいります。

■10：30　安土考古博物館
安土考古博物館では、大中の湖南遺跡と安土瓢箪山
古墳を中心に展示されていて、弥生時代や古墳時代、
当時の集落での1年間の生活や自然環境等を体感で
きるよう、瓢箪山古墳や雪野山古墳の副葬品が展示さ
れており、竪穴式石室を復元されています。中期では、
新開古墳出土の武器等があり、後期では鴨稲荷山古
墳等の装身具、近江の横穴式石室の実物大復元を通
じて埋葬方法の変化から、時代の変化を感じ取れました。また、観音寺城跡と安土城跡を中心に、日本
の城郭の歴史や織田信長について展示がされており、日本最大の湖である琵琶湖を中心に、豊かな
自然環境と地理条件に恵まれた近江の国は、歴史上の
要となる役割を果たされてきた事が学べました。

■14：00　近江八幡堀瓦ミュージアム・八幡堀船巡り
かわらミュージアムは、平成７年に近江八幡市が、地場
産業である八幡瓦の普及と先人の技術や知恵を後世
に伝え、町づくりの拠点として生かしていくために建
設された施設とお聞きしました。瓦で屋根を葺き、屋根
の連なりが町の景観を形成する、という視点で建物自

ことは、敬重に思います。キリスト教の精神として、結核
治療を行うヴォーリズ記念病院は、隣人愛を体現してお
り、命への眼差しを次世代へと伝えられる偉大な建築家
であったと思います。ヴォーリズ氏の隣人愛への活動は
今もなお受け継がれ、息づき、後世に伝えられていると
実感でき、病に対処された建築物を残された基盤とし
て、現代も形に残った軒並に感動を覚えました。

■終わりに
この度の視察研修に当たり、兵庫県建築士事務所協会 神戸支部 会員・賛助会員の皆々様には心よ
りお礼申し上げます。
安土考古博物館では近江の国についての豊かな自然環境や歴史はこの国の要としての役割を果たさ
れてきた事を知ることが出来ました。
近江八幡瓦ミュージアムでは、近江八幡堀が周囲の景観に溶け込み美しさを際立たせる建築である
と理解し、八幡堀巡りでは実際の体感に基づいた経験を送ることが出来、素晴らしい体験でした。
ラコリーナ見学では、元々の自然環境が持つ美しさに触れ、木々を一つ一つ一から育て上げ、建築物
の彩を加える技術を体感できたことは光栄です。
ヴォーリズ建築見学では、ヴォーリズ氏のキリスト教に則った建築に触れることが出来、献身にたいす
る事の重要性と活かす建築を学ぶ事が出来、これからの自分の人生においても活かすことのできる
内容であったと自負しております。
今回の研修で得たことは、今後の自分自身にとっても有意義になる研修であったと確信しております。

心より感謝申し上げます。
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体が具体的に表現される事が分かりやすく展示され
ています。瓦は一枚一枚手間をかけて色むらをつけ
て、自然に溶け込むように製作されていて他の地域、
他国の拘りが一目で分かるところも有り、瓦の大事さ
学ぶことが出来ました。
八幡堀船巡りでは、瓦の町と八幡堀との調和が見ら
れ、瓦の魅力を活かした街並みは、日本の美しい古風
や秋の紅葉を感じられる心地よい船巡りとなりまし
た。昔の建築物や街並みを眺めると現代へと受け継が
れ、今もなお残された文化は、後世へと伝えていく事の重大さを考えさせられました。

■滋賀県建築士事務所協会との交流会
近江牛を堪能でき、琵琶湖を一望出来る天然温泉
が楽しめる宿で知られる、休暇村近江八幡にて行い
ました。
事務所協会での活動情報交換や立ち上げ時期が同時
期な青年部についての内容を美味しい近江牛を食しな
がら話が弾み有意義な時間を過ごさせて頂きました。

２日目
■9：30　ラコリーナ見学
藤森照信先生が設計を手掛けたこの施設は、八幡山
から連なる丘に緑深い森を夢見て木々を植え、小川を
作り、生き物たちが元気に息づく、自然との一体感を
感じられる空気の澄んだ綺麗な場所でした。例えば、
山で拾ったどんぐりをポットで育て、苗木を敷地に植え
られており、アラカシやクヌギ、シロダモなど八幡山の
植生にあわせた森づくりがされておりました。
50年、100年と時間をかけて育つ様子は大変すばら
しく、色とりどりのお菓子もまた、自然との調和の中で
遊び心を醸し出す。本当に心安らぐ空間であり、美しい施設でした。

■13：00　ヴォーリズ建築見学
建築家ウィリア・メレル・ヴォーリズ氏を称えたヴォーリズ記念館を訪れました。
ヴォーリズ氏は、キリスト教の福音宣教を中心とした建築物等を興された素晴らしい建築設計技師で
あると深く理解致しました。
また、ヴォーリズ氏の献身的な建築業に対して、様々な企業から支援を受けられ、近江の為に活動された

■初めに
この度の研修に当たり、兵庫県建築士事務所協会 神戸支部
会長：柏本保様、支部長：川崎史様、担当副支部長：川田靖様、事業厚生部長：前田由利様
事業部副部長：吉田康裕様、事業部担当幹事：阿部宏明様、担当賛助会員：大林武彦様
神戸支部賛助会の皆々様には心より感謝申し上げます。

１日目
■8：00　三宮出発
１１月６日　三宮からの出発にあたり、車窓から望む景色は美しく、これからバスで滋賀県へと向かい
ます。滋賀県へと差し掛かり11月の秋らしい過ごしやすい晴天でした。滋賀県近江八幡市では、織田
信長にゆかりのある安土城の歴史や、草屋根・自然をテーマにしたラコリーナや多くの近代建築作品
を残されたウィリアム・メレル・ヴォーリズ氏が住んでいた町とこれからの研修にさしあたり、気持ちも
高揚してまいります。

■10：30　安土考古博物館
安土考古博物館では、大中の湖南遺跡と安土瓢箪山
古墳を中心に展示されていて、弥生時代や古墳時代、
当時の集落での1年間の生活や自然環境等を体感で
きるよう、瓢箪山古墳や雪野山古墳の副葬品が展示さ
れており、竪穴式石室を復元されています。中期では、
新開古墳出土の武器等があり、後期では鴨稲荷山古
墳等の装身具、近江の横穴式石室の実物大復元を通
じて埋葬方法の変化から、時代の変化を感じ取れました。また、観音寺城跡と安土城跡を中心に、日本
の城郭の歴史や織田信長について展示がされており、日本最大の湖である琵琶湖を中心に、豊かな
自然環境と地理条件に恵まれた近江の国は、歴史上の
要となる役割を果たされてきた事が学べました。

■14：00　近江八幡堀瓦ミュージアム・八幡堀船巡り
かわらミュージアムは、平成７年に近江八幡市が、地場
産業である八幡瓦の普及と先人の技術や知恵を後世
に伝え、町づくりの拠点として生かしていくために建
設された施設とお聞きしました。瓦で屋根を葺き、屋根
の連なりが町の景観を形成する、という視点で建物自

ことは、敬重に思います。キリスト教の精神として、結核
治療を行うヴォーリズ記念病院は、隣人愛を体現してお
り、命への眼差しを次世代へと伝えられる偉大な建築家
であったと思います。ヴォーリズ氏の隣人愛への活動は
今もなお受け継がれ、息づき、後世に伝えられていると
実感でき、病に対処された建築物を残された基盤とし
て、現代も形に残った軒並に感動を覚えました。

■終わりに
この度の視察研修に当たり、兵庫県建築士事務所協会 神戸支部 会員・賛助会員の皆々様には心よ
りお礼申し上げます。
安土考古博物館では近江の国についての豊かな自然環境や歴史はこの国の要としての役割を果たさ
れてきた事を知ることが出来ました。
近江八幡瓦ミュージアムでは、近江八幡堀が周囲の景観に溶け込み美しさを際立たせる建築である
と理解し、八幡堀巡りでは実際の体感に基づいた経験を送ることが出来、素晴らしい体験でした。
ラコリーナ見学では、元々の自然環境が持つ美しさに触れ、木々を一つ一つ一から育て上げ、建築物
の彩を加える技術を体感できたことは光栄です。
ヴォーリズ建築見学では、ヴォーリズ氏のキリスト教に則った建築に触れることが出来、献身にたいす
る事の重要性と活かす建築を学ぶ事が出来、これからの自分の人生においても活かすことのできる
内容であったと自負しております。
今回の研修で得たことは、今後の自分自身にとっても有意義になる研修であったと確信しております。

心より感謝申し上げます。
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神戸支部 日帰り研修

体が具体的に表現される事が分かりやすく展示され
ています。瓦は一枚一枚手間をかけて色むらをつけ
て、自然に溶け込むように製作されていて他の地域、
他国の拘りが一目で分かるところも有り、瓦の大事さ
学ぶことが出来ました。
八幡堀船巡りでは、瓦の町と八幡堀との調和が見ら
れ、瓦の魅力を活かした街並みは、日本の美しい古風
や秋の紅葉を感じられる心地よい船巡りとなりまし
た。昔の建築物や街並みを眺めると現代へと受け継が
れ、今もなお残された文化は、後世へと伝えていく事の重大さを考えさせられました。

■滋賀県建築士事務所協会との交流会
近江牛を堪能でき、琵琶湖を一望出来る天然温泉
が楽しめる宿で知られる、休暇村近江八幡にて行い
ました。
事務所協会での活動情報交換や立ち上げ時期が同時
期な青年部についての内容を美味しい近江牛を食しな
がら話が弾み有意義な時間を過ごさせて頂きました。

２日目
■9：30　ラコリーナ見学
藤森照信先生が設計を手掛けたこの施設は、八幡山
から連なる丘に緑深い森を夢見て木々を植え、小川を
作り、生き物たちが元気に息づく、自然との一体感を
感じられる空気の澄んだ綺麗な場所でした。例えば、
山で拾ったどんぐりをポットで育て、苗木を敷地に植え
られており、アラカシやクヌギ、シロダモなど八幡山の
植生にあわせた森づくりがされておりました。
50年、100年と時間をかけて育つ様子は大変すばら
しく、色とりどりのお菓子もまた、自然との調和の中で
遊び心を醸し出す。本当に心安らぐ空間であり、美しい施設でした。

■13：00　ヴォーリズ建築見学
建築家ウィリア・メレル・ヴォーリズ氏を称えたヴォーリズ記念館を訪れました。
ヴォーリズ氏は、キリスト教の福音宣教を中心とした建築物等を興された素晴らしい建築設計技師で
あると深く理解致しました。
また、ヴォーリズ氏の献身的な建築業に対して、様々な企業から支援を受けられ、近江の為に活動された

■初めに
この度の研修に当たり、兵庫県建築士事務所協会 神戸支部
会長：柏本保様、支部長：川崎史様、担当副支部長：川田靖様、事業厚生部長：前田由利様
事業部副部長：吉田康裕様、事業部担当幹事：阿部宏明様、担当賛助会員：大林武彦様
神戸支部賛助会の皆々様には心より感謝申し上げます。

１日目
■8：00　三宮出発
１１月６日　三宮からの出発にあたり、車窓から望む景色は美しく、これからバスで滋賀県へと向かい
ます。滋賀県へと差し掛かり11月の秋らしい過ごしやすい晴天でした。滋賀県近江八幡市では、織田
信長にゆかりのある安土城の歴史や、草屋根・自然をテーマにしたラコリーナや多くの近代建築作品
を残されたウィリアム・メレル・ヴォーリズ氏が住んでいた町とこれからの研修にさしあたり、気持ちも
高揚してまいります。

■10：30　安土考古博物館
安土考古博物館では、大中の湖南遺跡と安土瓢箪山
古墳を中心に展示されていて、弥生時代や古墳時代、
当時の集落での1年間の生活や自然環境等を体感で
きるよう、瓢箪山古墳や雪野山古墳の副葬品が展示さ
れており、竪穴式石室を復元されています。中期では、
新開古墳出土の武器等があり、後期では鴨稲荷山古
墳等の装身具、近江の横穴式石室の実物大復元を通
じて埋葬方法の変化から、時代の変化を感じ取れました。また、観音寺城跡と安土城跡を中心に、日本
の城郭の歴史や織田信長について展示がされており、日本最大の湖である琵琶湖を中心に、豊かな
自然環境と地理条件に恵まれた近江の国は、歴史上の
要となる役割を果たされてきた事が学べました。

■14：00　近江八幡堀瓦ミュージアム・八幡堀船巡り
かわらミュージアムは、平成７年に近江八幡市が、地場
産業である八幡瓦の普及と先人の技術や知恵を後世
に伝え、町づくりの拠点として生かしていくために建
設された施設とお聞きしました。瓦で屋根を葺き、屋根
の連なりが町の景観を形成する、という視点で建物自

ことは、敬重に思います。キリスト教の精神として、結核
治療を行うヴォーリズ記念病院は、隣人愛を体現してお
り、命への眼差しを次世代へと伝えられる偉大な建築家
であったと思います。ヴォーリズ氏の隣人愛への活動は
今もなお受け継がれ、息づき、後世に伝えられていると
実感でき、病に対処された建築物を残された基盤とし
て、現代も形に残った軒並に感動を覚えました。

■終わりに
この度の視察研修に当たり、兵庫県建築士事務所協会 神戸支部 会員・賛助会員の皆々様には心よ
りお礼申し上げます。
安土考古博物館では近江の国についての豊かな自然環境や歴史はこの国の要としての役割を果たさ
れてきた事を知ることが出来ました。
近江八幡瓦ミュージアムでは、近江八幡堀が周囲の景観に溶け込み美しさを際立たせる建築である
と理解し、八幡堀巡りでは実際の体感に基づいた経験を送ることが出来、素晴らしい体験でした。
ラコリーナ見学では、元々の自然環境が持つ美しさに触れ、木々を一つ一つ一から育て上げ、建築物
の彩を加える技術を体感できたことは光栄です。
ヴォーリズ建築見学では、ヴォーリズ氏のキリスト教に則った建築に触れることが出来、献身にたいす
る事の重要性と活かす建築を学ぶ事が出来、これからの自分の人生においても活かすことのできる
内容であったと自負しております。
今回の研修で得たことは、今後の自分自身にとっても有意義になる研修であったと確信しております。

心より感謝申し上げます。

●3年ぶりとなる日帰り研修にて、

弊社のR&Dセンターの見学にご来

場いただき、その後、カップヌードル

ミュージアムにてMYカップヌードル

の製作体験を行いました。

弊社、R&Dセンター（大阪府茨木

市）においては、荷物用エレベー

ターと小荷物専用昇降機の構造の

ご説明と実機のご見学、その後、小

荷物専用昇降機とAMR（自律搬送

走行ロボット）との連携デモンスト

レーションをご見学頂き、ご参加頂

きました皆様より様々なご意見を頂

戴することができました。

その後は、大阪府池田市にあるカッ

プヌードルミュージアムにて、MY

カップヌードルミュージアムの製作

体験を行い、安藤百福氏の創業からの軌跡を見学させて頂きました。

●コロナ禍で中止となっておりました日帰り研修にて、弊社R&Dセンターにご来場いただき、普段は

みることができない、エレベーターや小荷物専用昇降機の構造をご覧頂くことができました。

開発中の小荷物専用昇降機とAMRとの連携デモンストレーションをご覧いただきました。

引き続き、お客様の目線に立ち、今後の社会に貢献できるような製品づくりを行っていきたいと思って

おります。

クマリフト株式会社 神戸営業所　田中  郁雄
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建 物 名
設計監理
施 工
建築場所
竣 工
構  造
延床面積

兵庫ヤクルト販売株式会社 本社
株式会社 創建設計事務所
株式会社 竹中工務店
神戸市西区
2021年7月
RC造地上　３階
1,941.02㎡

／
／
／
／
／
／
／

兵庫ヤクルト販売株式会社 本社
設計監理　株式会社 創建設計事務所　佐川  圭
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2017年創立65周年事業として兵庫ヤクルト販売株式会社阿部社長の「未来の社員への贈り物」という想いを込めた本社建替プロ
ジェクトが始まりました。コンセプトは「健康情報発信ｓｔａｔｉｏｎ」兵庫県内の３１か所の販売ステーションへの健康情報発信の始発駅の
役割を担います。そして各ステーションからの情報の回帰の場となるべく計画を進めました。かつてフロアが分かれていた業務ス
ペースと役員室も２階に集約させ、常にお互いの顔が見える環境になっています。１階の研修室は床を階段状に、そして机を円弧状に
してみんなの顔が見えるようにしています。天井の間接照明はヤクルトの創業当時の社章であるシロタマークを模しています。あく
までも機能を優先しつつ、個性のあるデザインを外部・内部各所にちりばめ、建築の力を表現しました。外観も煉瓦タイルとビーズブ
ラスト加工されたステンレスパネル、そしてコンクリート打ち放し仕上げ、御影石張り、カーテンウオールとサスティナブルな多種の材
料をお互いに調和する様にレイアウトしました。今回はさまざまな分野の「匠」とコラボレーションをしています。エントランスホール正
面には世界中で活躍されている左官職人の久住有生氏の左官壁仕上げ（テーマは土と風）、そしてその前には丹波立杭焼の陶芸家
市野正彦氏の作品「ＷＡ」が置かれています。エントランスホールの自動ドアと階段踊り場の壁には黒谷和紙職人のハタノワタル氏
が手掛けた和紙が貼られています。造園は庭師の松下裕崇氏が自然な山のイメージで植栽されています。庭にも久住氏の版築壁が
設けられています。建物全体のイメージコンセプトは和モダンを基本にし、やすらぎの空間デザインになるように心がけました。
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建 物 名
設計監理
施 工
建築場所
工 期
構  造
床 面 積
家具工事
茅葺工事

DIO（美容室）
一級建築士事務所 YURI DESIGN
株式会社 岩鶴工務店
神戸市東灘区御影
2021年3月1日～27日
鉄筋コンクリート造4階建ての２階部分
84㎡
株式会社 永野製作所 永野智士
株式会社 くさかんむり 相良育弥

／
／
／
／
／
／
／
／
／

DIO（美容室）
設計監理　一級建築士事務所 YURI DESIGN

作 品 紹 介

美容室の全面改装。

入ってすぐの間仕切り壁を茅葺仕上げに。

神戸の若き茅葺職人、相良育弥さんに依頼した。

うねりを出した毛並みは圧倒的な存在感。

リラクゼーションのために漆喰の壁、無垢の床板など、呼吸する素材にこだわった。

南面の大きなガラスからの日射をコントロールする杉の無垢材のブラインドを取り付けた。

超透明ガラスの周囲をサンドブラストして間接照明を拡散させ、顔に影が出ないように工夫。

全熱交換型換気システムの採用により、いつもフレッシュな空気が流れる。

訪れる客はもとより、スタッフの居心地の良さも求めて。

APPROACH No.52

24

26

28

30

32

34

36



建 物 名
設計監理
施 工
建築場所
工 期
構  造
床 面 積
家具工事
からかみ
　 庭 　

御影ジュエンヌ
一級建築士事務所 YURI DESIGN
株式会社 岩鶴工務店
神戸市東灘区御影
2021年7月26日～9月24日
鉄筋コンクリート造３階建ての１階部分
68㎡
株式会社 永野製作所 永野智士
株式会社 雲母唐長 トトアキヒコ
アトリウムガーデン 飯田英木

／
／
／
／
／
／
／
／
／
／

御影ジュエンヌ（レストラン）
設計監理　一級建築士事務所 YURI DESIGN

作 品 紹 介

16年前に改装設計させていただいた、ミシュラン掲載店。

となりが空いたので、増床することに。

既存のキッチンやカウンターをそのまま使い、席数も従来通り。

外部は極力木を植えて、新たに作った大きなガラス窓から

木洩れ日が差す。

階段の段差を小さくして、高齢者にも利用しやすくし、

全熱交換型換気システムを採用した。

レセプションカウンターの背面に、唐長のからかみの建具が

しつらえられ、グラスやドリンク類が納まる。

新たに、ソムリエを迎えて、ワインのサービスも充実して、

リニューアルオープンした。
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建 物 名

設計監理
施 工
建築場所
工 期
建築面積
延べ面積

トヨタカローラ神戸株式会社
東神戸店新築工事
株式会社 アーキノヴァ設計工房
岡崎建設株式会社
神戸市東灘区魚崎北町
2021年7月～2022年4月
888.15㎡
494.86㎡

／

／
／
／
／
／
／

トヨタカローラ神戸株式会社 東神戸店新築工事
設計監理　株式会社 アーキノヴァ設計工房

作 品 紹 介

今回の外観デザインコンセプトは、“ショールームとしての機能イメージを損な
わずに、ファサード面の西日対策に対応できるデザイン”を追求することでした。
２階ショールームに関しては、「必ずしも外部からショールーム内を臨む必要がな
い」との事業主の意見を参考に、従来のワイドなガラス貼りとせず、横スリット窓
をランダムに配置しガラス面を可能なかぎり少なくし、さらにスリット窓の西日
対策として光を反射する熱線反射ガラス（ハーフミラーガラス）を採用しました。
当初の目論見どおり西日が気にならず、やわらかい陽光が所々に差し込み、前面
道路の向かい側の建物も気にならない快適なショールーム空間とすることがで
きました。
ファサードデザインは、１階エントランス部分から建物南側の外部展示場のピロ
ティ部までカーテンウォールを延長し、また来客のメイン動線部に“くぐり門型”
の開口部を設け、ガラス部分を大きくすることで２階の横スリット窓と対比させ、
シャープでバランスの良いファサードとなりました。

メインファサード

受付コーナー エントランス

ファサード 2階ラウンジコーナー
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昭和の風景。
商店が軒を連ねる通りを通勤通学で歩く人たち。
夕食の買い出しをする母と子供。
威勢の良い声が飛び交う活気に満ち溢れた風景。
ほんの40年ほど前までは、日本中そこかしこにそんな風景があった。
今では、映画やドラマなどでしか見た事が無い人も多いと思うが、
それが日常だった時代があった。

その日常の風景の一部、商店街のアーケードが社会問題になっている。
老朽化したアーケードの維持修繕や解体の問題が日本中で出てきた。

私は、神戸市の小売市場・商店街連合会の応援隊員に登録させて貰っている。
市場や商店街のイベントの企画や施設の修繕等のお手伝いとして、各専門家が派遣されて
行くという、ソフト面・ハード面での幅広い事業となっている。
その応援隊として、3年前の2020年の秋にお声が掛かった。

依頼先は兵庫区の笠松商店街振興組合。
和田岬にあり川崎重工、三菱重工などの多くの工場が近くにあり、
商店街もそこで働く人たちによって賑わっていた。
そんな笠松商店街も空き店舗が増え、組合員の減少問題が発生していた。
その問題解決の為、アーケードなどの所有する共同施設を撤去し、組合を解散させ
別の団体へ移行する計画がスタートした。

私もこの仕事をする事となって、初めて知った事がいくつもあった。
大きな２つ事は維持費の高さと改修工事の発注先の問題。
アーケードや街路灯の電気代や塗装等のメンテナンス費用によって、
組合の会費が高額になっている事。それが、新規入会者の妨げになっている事。
会員数が少なくなると改修工事の積み立ても出来なくなる事。
そして、改修工事をする｢アーケード屋｣と呼ばれる業者が殆ど残っていない事。

そんな根深い問題が多い中でスタートした応援隊事業も、街路灯・アーチ撤去、
アーケード撤去と２年度に渡って行い、2022年11月に無事すべての共同施設の撤去が
終わりました。
工事完了の写真を撮影している時に、終わった事による安堵感もありましたが、
それと共に、商店街のシンボルとも言えるアーケードが無くなった物悲しさ侘しさも感じられました。

兵庫住宅検査 山田　亨

アーケードとこれからの商店街
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看板建築復興
日本中でアーケードの解体が進みつつある中で、そんな感傷的な事だけではなく、
新しい発見、新しい価値がまた始まりつつあります。

神奈川県横須賀市の上町商店街では数年前にアーケードを解体したところ、
今までとは違った人々が来るようになった。
その人々の目的は昔の呉服屋さんの建物。
所謂『看板建築』と呼ばれる建物で、ファサードが銅板の化粧によって仕上られている。
アーケードが無くなった事により、その見事なファサードがより目を引く事となった。

今まで目立たなかった素晴らしい建築物の発見や、商店街を彩るファサードの提案など、
建築に携わる私たちにとっては、仕事のフィールドが一つ増えた事になる。
少子高齢化の中、衰退の進む商店街ではあるが、新しい枠組みの新しい商店街を作る手伝いをして行きたい。
また、一人のユーザーとして賑わいのある商店街を後世に残して行きたいと思う。

上町商店街『みどり屋』アーケード解体後の全景

解体後

解体前
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賛 助 会 名 簿
（取りあつかい製品等）
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題名『下町の階段』
撮影者／志水保次

題名『松と鳳凰堂』
撮影者／波多野隆之

題名『釣るぞ～！の朝焼け明石二見マリーナ』
撮影者／岡田俊彦

題名『冬隣のお地蔵さま』
撮影者／稲垣謙一

題名『南フランス（コートダジュール）ニースの妖精』
撮影者／柏本　保

題名『明石に架ける橋』
撮影者／佐川　圭

�����
カメラ同好会【写真コーナー】

������
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題名『越前大野城より望む雲海』
撮影者／渥美充弘

題名『広大な自然に驚愕のオブジェ』
撮影者／川崎　史

題名『私を遠くへ連れてって』
撮影者／竹中郁雄

題名『真冬の日出』
撮影者／岡田　徹

題名『北川村のモネの庭』
撮影者／前田信行

題名『凪』
撮影者／中土井亮太

昨年もコロナ禍の為、残念ながらカメラ同好会の撮影会等を開催することが出来ませんでした。しかし各自が
旅先で、また日々の生活の中でもふとシャッターを切りたくなる瞬間があります。今回はその中のベストショッ
トを掲載します。また状況を鑑みながらカメラ同好会の催しを企画したいと考えています。ぜひ皆様もご参加
ください。スマホで撮りましょう！
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新 入 会 員 紹 介
【正会員】

部
支 氏　　名 事務所名 所在地／TEL／FAX 備　考

神
　
戸

井上　賢治　

〒655-0005
神戸市垂水区潮見が丘1-11-27

TEL：078-786-3353

FAX：078-786-3356

フォワードハウジング
ソリューションズ
株式会社
一級建築士事務所　

E-mail：k_kobe@forward-g.co.jp

部
支 氏　　名 事務所名 所在地／TEL／FAX 備　考

神
　
戸

有元　久雄　　　　　久設備設計室

〒655-0044
神戸市垂水区舞子坂1-10-36

TEL：078-783-2525

FAX：078-783-2526

E-mail：h@arimoto.net

部
支 氏　　名 事務所名 所在地／TEL／FAX 備　考

神
　
戸

寺下　眞　　　　　 株式会社和光設計

〒652-0897
神戸市兵庫区駅南通り2-2-1
佐藤ビル3階

TEL：078-681-8231

FAX：078-681-6021

E-mail：info@wakou-ao.jp

【賛助会員】

【退会会員】
支　部 氏　　名 事務所名 退会日

 神　戸 長尾　　健 株式会社　いるか設計集団 2022年10月4日

 神　戸 植松　　寛 清原建築事務所 2022年4月23日

部
支 名　　　称 代　表　者　名

（担当者名） 所在地／TEL／FAX 業　　種

神
　
戸

株式会社　
　　　リークス開発

森下　賢二
（森下　悠人）

〒594-1101
大阪府和泉市室堂町13-10

地盤補強工事
地盤調査TEL：0725-55-0123

FAX：0725-55-0124

E-mail：info@leeks.jp

部
支 名　　　称 代　表　者　名

（担当者名） 所在地／TEL／FAX 業　　種

神
　
戸

株式会社
　　　アステック

青田　喜代史
（青田　　翔）

〒679-2204
兵庫県神崎郡福崎町西田原1747-1

TEL：0790-22-8266

FAX：0790-22-8267

耐火ｱﾙﾐﾊﾆｶﾑﾊﾟﾈﾙ
ｱﾙﾐ　ﾊﾆｶﾑﾊﾟﾈﾙ
建築金物
ｽﾃﾝﾚｽﾓﾆｭﾒﾝﾄ

E-mail：k.astec.2022@gmail.com
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国土交通大臣表彰（建設事業関係功労）

受 賞

竹中 郁雄氏
令和４年7月11日
神戸支部監査　兵庫会　副会長

祝
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〒651-0095 兵庫県神戸市旭通2丁目7-8 インテリアビル2F
TEL.078-262-0521 FAX.078-891-8161
http://www.sumigokochi.co.jp/

（建築・ハウジング事業）









編 / 集 / 後 / 記

■アプローチ53号投稿のお願い
本誌面を通じ会員の交流や意見、研究等の発表の
場として活用して戴きたく、会員・賛助会様には、
内容については自由ですのでたくさんのご投稿を
お待ちしております。

投稿先
　〒651-0087 神戸市中央区御幸通6丁目1-3 山田ビル4F
 兵庫住宅検査　山田　亨

TEL.078-231-0331/FAX.078-231-0332
 E-mail: h.i.hyogo.yamada@gmail.com

今回から、正会員の事務所紹介をしていただき、より正会員同士・賛助会さんとの交流の一助になれば
と入れ込むことになりました。これまでのお付き合いをより深いものとしていければ　と思います。
コロナ禍で、何かと動きにくかったり、調達が困難で合ったりとまだまだ大変なことが多いですが
皆様と共に手を携えて進んでいきたいです。

　最後になりましたが、アプローチNo52の発行にご協力いただきました皆様へお礼申し上げます。 （片山）

●●● ｢作品紹介」の募集と展示のご案内について ●●●

次号掲載のために作品を募集しておりますので写真データについてはご連絡ください。
●応募作品提出先
　〒651-0087 神戸市中央区御幸通6丁目1-3 山田ビル4F　兵庫住宅検査　山田亨 宛
　TEL.078-231-0331/FAX.078-231-0332／E-mail: h.i.hyogo.yamada@gmail.com　　　

種 別 説　　明 年会費 入会金

正 会 員 建築士事務所の登録を受けた事務所の開設者で
建築士事務所協会の目的に賛同した者 68,000円 15,000円

準 会 員 正会員の事務所に勤務又は将来建築士事務所の
開設を目指す年齢50歳未満の方等 12,000円

賛助会員 建築士事務所協会の目的に賛同した
個人又は団体 60,000円

※各支部の規定により支部費を納めて頂くことがあります。
　詳細は各支部にお問い合わせください。
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■編　　集　一般社団法人兵庫県建築士事務所協会 神戸支部
広報研修部 担当副支部長　　山田　　亨

広報研修部長　　片山　隆幸
ス タ ッ フ　　鈴木　祐一
　　　　　　　　廣原　俊元
　　　　　　　　北川　浩明
　　　　　　　　吉田　多雄
　　　　　　　　吉本　英正
　　　　　　　　竹田　利夫
　　　　　　　　佐野　晴美
　　　　　　　　藤本　喜一
　　　　　　　　山岸　捷一

 賛助会 ㈱北村鉄工所　　北村　憲司
エスケー化研㈱　　藤谷　　章
大創建設工業㈱　　浅井　嗣也
クマリフト㈱　　田中　郁雄
㈱ナガワ 神戸営業所　　梶原　基靖

■発　　行　一般社団法人兵庫県建築士事務所協会 神戸支部
　　〒650-0011
　　神戸市中央区下山手通5丁目9番18号
　　（古河ビル4F）
　　TEL・FAX ０７８－３８１－９１２３
　　E-mail: kobe-office@hyogo-aaf.org

■編　　集　株式会社　桜商会
　　神戸市中央区花隈町21-7
　　TEL ０７８－３４１－６４６１
　　FAX ０７８－３４１－３１８７
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（一社）兵庫県建築士事務所協会神戸支部 http://www.kobe-aaf.org/

■特別企画
●神戸を彩る新たな観光型周遊バス

「Port Loop」について
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